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五
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豊
臣
五
大
老

・
五
奉
行
に
つ
い
て
の

一
考
察

は
じ
め
に

五
大
老

（・
五
奉
行
は
豊
臣
政
権
に
お
け
る
代
表
的
な
職
制
と
し
て

知
ら
れ
て
い
る
。　

一
般
に
理
解
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、

五

奉
行
は
前
田
玄
以

・
浅
野
長
政

】
増
田
長
盛

・
石
田
三
成

・
長
東
正

家
の
五
人
、

五
大
老
は
徳
川
家
康

・
前
日
利
家

・
宇
喜
多
秀
家

・
毛

利
輝
元

・
小
早
川
隆
景

（隆
景
の
死
後
は
上
杉
景
勝
）
の
五
人
で
あ

る
。

そ
し
て
秀
吉
の
死
後
は
、

五
大
老
の
合
議
で
政
治
が
運
営
さ
れ
、

そ
の
下
で
五
奉
行
が
庶
政
を
執
行
し
た
と
さ
れ
、

ま
た
五
大
老
と
五

奉
行
の
間
に
調
停
役
と
い
う
意
味
で
中
村

一
氏

・
生
駒
親
正

・
堀
尾

吉
晴
の
二
人
が
三
中
老
と
し
て
お
か
れ
た
と
い
う
。

な
か
で
も
五
大

老
は
年
寄
衆
と
も
呼
ば
れ
政
治
の
最
高
決
定
機
関
で
あ

っ
た
と
さ
れ

て
い
る
。

右
の
よ
う
な
理
解
は
、

も
ち
ろ
ん
長
い
間
の
研
究
が
そ
の
基
本
と

説
と
し
て
の
位
置
を
占
め
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
だ
け
で
は
な
く
、

人
物
論
、

政
権
論
等
、

様
々
な
一税
点
か
ら
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
て
い

る
が
、

五
奉
行
と
五
大
老
は
基
本
的
に
対
立
す
る
も
の
と
し
て
捉
え

レク
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

代
表
的
な
も
の
と
し
て
は
、

豊
巨
政
権
に
お
け
る
諸
々
の
事
件
を

一
貫
し
た
権
力
闘
争

（集
権
と
分
権
）
と
し
て
捉
え
る
な
か
で
、

五

奉
行

・
五
大
老
も
政
権
末
期
に
お
け
る
権
力
闘
争
を
体
現
化
し
た
も

の
と
す
る
位
置
づ
け
が
あ
り

（朝
尾
直
弘

「
豊
巨
政
権
論
」
翁
岩
波

講
座
日
本
歴
史
』
近
世
１
、　

一
九
六
三
年
》
、

ま
た
文
禄
四
年
公

五

九
五
）
七
月
の
関
白
秀
次
の
死
を
契
機
に
徳
川
家
康
ら
六
大
名
の
連

署
で
出
さ
れ
た

「
御
掟

・
御
掟
追
加
」
が
、

国
政
の
基
本
方
針
で
あ

る
こ
と
か
ら
、

宣
里
巨
政
権
で
は
大
閣
権
力
の
下
で
関
白
権
力

に
代

わ
り
国
政
に
預
る
大
老
制
を
実
施

し

た
」
（脇
田
修

『
近
世
封
権
制

成
立
史
論
　
織
豊
政
権
の
分
析
工
』
東
京
大
学
出
版
会
、　

一
九
七
七

年
）
と
し
て
、

五
奉
行

（
＝
家
政
機
関
）
・
五
大
老

（
＝
国
政
機
関
）

と
す
る
位
置
づ
け
等
が
あ
る
。

桑
田
氏
は
、

五
奉
行
は
、　

一
蔵
米
の
出
納
、

二
治
安
の
維
持
、

三

徳
川
氏

へ
の
対
策
の
二
つ
を
職
務
と
し
て
、

慶
長
三
年
七
月
、

秀
吉

の
死
の
直
前
に
定
め
ら
れ
た
と
し
て
い
る
。

桑
田
氏
の
い
う
五
奉
行

の
成
立
時
期
は
、

天
正
十
三
年

（
十
五
八
五
）
秀
吉
の
関
白
就
任
と

と
も
に
五
奉
行
が
制
定
さ
れ
た
と
す
る
説

（『
太
閤
記
し

に
対
し
て

史
料
を
考
証
し
た
反
対
説
で
あ
る
。

関
白
就
任
と
と
も
に
、

い
き
な

史
苑
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り
五
奉
行
制
と
い
う
人
物
、

職
掌
が
成
立
す
る
こ
と
の
想
定
は
困
難

で
あ
る
が
、

奉
行
制
が
形
成
さ
れ
は
じ
め
る
画
期
と
し
て
、

（
こ

り
時

点
を
と
ら
え
る
こ
と
は
決
し
て
的
は
ドす
れ
で
は
な
い
よ
う
に
思
う
。

五
奉
行
は
、　

一
般
に
は
秀
吉
の
死
の
直
前

一
月
ほ
ど
前
に
制
定
さ

れ
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、

ま
た
そ
の
萌
芽
は
文
禄
四
年
の
時
点
に

求
め
ら
れ
て
い
る

（『
国
史
大
辞
典
』
名
五
奉
行
」
の
項
）
。　

一
方
、

五
大
老
は
文
禄
四
年
の
関
白
秀
次
の
死
後
（関
自
体
制
の
克
服
の
後
）

を
画
期
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
が
、

五
奉
行

・
五
大
老
の
制

定
時
期
は
、

諸
説
が
あ

っ
て
、

厳
密
に
は
見
解
の

一
致
を
み
て
い
な

い
の
が
実
状
で
あ
ろ
う
。

そ
の
実
態
も
合
め
て
、

右
の
よ
う
な
詰
々

の
位
置
づ
け
が
適
確
な
も
の
か
ど
う
か
、

今
後
、

さ
ら
に
検
討
を
要

す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
か
し
、

こ
こ
で
最
も
問
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

秀

吉
死
後
の
五
大
老

・
五
奉
行
の
職
務
を
規
定
し
た
秀
者
の
遺
言
や
交

わ
さ
れ
た
多
数
の
起
請
文
等
を
使

っ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
今
ま
で
の

研
究
の
史
料
解
釈
で
あ
る
。

ま
ず
通
説
の
解
釈
に
触
れ
て
み
た
い
。

三
鬼
氏
は
、

関
白
秀
次
の
死
に
直
面
し
た
豊
巨
政
権
の
状
況
に
つ
い

て
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

秀
吉
は
、

前
田
利
家
ら
の
宿
老
を
は
じ
め
、

折
か
ら
朝
鮮
に
在

陣
中
の
諸
将
か
ら
、

嗣
子
で
あ
る
秀
頼
に
対
す
る
忠
節
と
、

自

ら
が
制
定
し
た
法
度

・
置
目
を
遵
守
す
べ
き
こ
と
を
謳

っ
た
誓

紙
を
徴
収
し
た
が
、

表
面
を
取
り
結
う
程
度
に
す
ぎ
な
か

っ
た
。

阿
　
部
　
勝

な
っ
て
い
る
こ
と
、

そ
し
て
研
究
は
史
料
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ

と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

だ
が
、

そ
の
研
究
の
基
本
と
な
る
史
料
解

釈
に
疑
義
が
あ
る
。

本
稿
の
課
題
は
そ
の
基
本
史
料
を
再
検
討
す
る

こ
と
に
あ
り
、

そ
れ
が
今
後
の
研
究
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
か

を
考
え
て
み
る
。

一
、

研
究
史

研
究
史
を
振
り
返

っ
て
み
る
と
、

五
奉
行
あ
る
い
は
五
大
老
と
銘

打

つ
論
文
は
意
外

に
少

な

い

（
三
鬼
清

一
郎
編

『
豊
臣
政
権
の
研

究
』
吉
川
弘
文
館
、

　
一
九
八
四
年
、　

の
研
究
文
献

一
覧
参
照
）
。

桑

田
忠
親

「
豊
臣
氏
の
五
奉
行
制
度
に
関
す
る
考
察
」
翁
史
学
雑
誌
』

四
六
十

九
、　

一
九
二
五
年
、

後
に

『
豊
臣
秀
吉
研
究
』
角
川
書
店
、

一
九
七
五
年
、

に
収
録
）
が
ほ
と
ん
ど
唯

一
と
も
い
え
、

現
在
も
通

歩RJ
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（中
略
）
こ
の
よ
う
な
、

豊
巨
政
権
に
と
っ
て
空
前
の
領
主
的

危
機
に
対
処
す
る
た
め
、

秀
吉
は
、

八
月
二
日
に
、

徳
川
家
康

ら
の
年
寄
衆
が
連
署
す
る
形
で

「御
掟
」
五
カ
条
と

「
御
掟
追

加
」
九
カ
条
を
発
令
し
た
。

こ
こ
で
年
寄
衆
と
は
、

家
康
を
は
じ
め
と
し
て
宇
喜
多
秀
家

】
上

杉
景
勝

・
前
田
利
家

・
毛
利
輝
元

，
小
早
川
隆
景
の
六
人
で
あ
る
。

年
寄
と
は
史
料
に
み
ら
れ
る
呼
称
で
、

右
の
六
人

（慶
長
二
年
に
隆

景
が
死
去
す
る
た
め
、

そ
れ
以
後
は
隆
景
を
除
く
五
人
）
を
示
す
も

の
と
し
て

一
般
に
理
解
さ
れ
て
お
り
、

　
Ｅ

五
九
五

（文
禄
四
）
年
、

関
白
秀
次
を
追
放
し
た
直
後

に

「
御
掟
」
「御
掟
追
加
」
が
発
せ
ら

れ
た
。

そ
れ
は
徳
川
家
康
ら
六
名
の
年
寄
衆
の
連
署
と
い
う
形
を
と

っ
て
発
せ
ら
れ
た
秀
吉
の
最
高
施
政
方
針
と
い
う
べ
き

も

の

で
あ

る
」
と
永
原
慶
二
氏
も
同
じ
見
解
を
示
し
て
い
花
。

ま
た

『
日
本
史

用
語
集
』
（山
川
出
版
社
）
の

「
五
大
老
」
の
項

に

は

「豊
臣
政
権

の
職
名
。

年
寄
衆

・
家
老
の
意
で
任
務
は
五
奉
行
の
顧
間
役
。

徳
川

家
康

・
前
田
利
家

・
毛
利
輝
元

・
宇
喜
多
秀
家

・
小
早
川
隆
景

・
上

杉
景
勝
の
有
力
大
名
で
、

隆
景
の
死
後
五
大
老
と
呼
ば
れ
た
」
と
記

（
５
）

さ
れ
て
い
る
。

徳
川
家
康
ら
を
年
寄
衆
と
す
る
解
釈
は
ま
ぎ
れ
も
な

い
通
説
と
い
わ
ざ
る
を
え
な（陀
。
そ
し
て
ヽ
そ
こ
か
ら
次
の
よ
う
な

政
権
像
が
組
立
て
ら
れ
る
。

五
大
老
と
は
、

政
権
内

に
お
け
る
最
大

の
実
力
者

で
あ
る
。

年

寄
衆
と
は
要
す
る
に
家
老

・
宿
老

の
意
味
で
、

戦
国
大
名

の
家

政
機
関
や
そ
の
職
制
的
固
定
化
を
遂
げ
た
近
世
初
期
大
名
に
は

一
般
的
で
あ
る
（中
略
）
。

た
だ
、

豊
臣
氏
の
場
合
は
、

そ
の
構

成
員
が
、

ほ
と
ん
ど
有
力
な
国
大
名
で
あ

っ
て
、

子
飼
い
の
大

名
で
は
な
い
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ

っ
た

（岩
沢
感
彦

『
前
田
利

家
し
。

徳
川
家
康
ら
は

（
豊

算
政
権
に
お
い
て
国
政
レ
ベ
ル
で
秀
吉
を
補
佐

す
る
年
寄
衆
で
あ

っ
た
。

そ
の

一
方
に
お
い
て
石
田
三
成
ら
子
飼
い

か
ら
な
る
五
奉
行
は
、

家
政
的
な
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な
い
。
も
ち
ろ
ん
秀
吉
の
死
後
に
お
い
て
五
奉
行
の
動

き
は
国
政
に
も
関
わ

っ
て
く
る
。
し
か
し
な
が
ら
国
政
レ
ベ
ル
で
重

き
を
な
し
て
い
る
の
は
、

あ
く
ま
で
徳
川
家
康
ら
で
あ
り
、

そ
の
よ

う
な
彼
ら
を
豊
臣
政
権
の
年
寄
衆
と
位
置
づ
け
る
こ
と
に

一
見
何
ら

問
題
は
な
い
よ
う
に
思
う
。

だ
が
果
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。

家
康
や
利
家
を

「
年
寄
」
と

す
る
通
説
の
史
料
解
釈
に
疑
義
が
あ
る
。

「
年
寄
」
に
つ
い
て
基
本

史
料
を
再
検
討
し
て
み
た
い
。

二
、

年
寄

の
解
釈

通
“説
の

「
年
各
」
の
解
釈
に
疑
問
を
呈
し
、

「年
寄
」
と

呼
ば

れ

て
い
た
の
は

一
体
誰
で
あ

っ
た
の
か
検
討
し
て
み
よ
う
。

次
に
あ
げ

る
秀
吉
の
道
言
の
覚
書
は
、

関
係
史
料
の
な
か
で
も

「
年
寄
」
の
呼

称
が
最
も
多
く
記
さ
れ
て
お
り
、

ま
ず
触

れ
ね
ば
な
ら
な
い
基
本
史

料
で
あ
る
。

（
８
）

【
史
料

一
】

大
閣
様
被
成
御
煩
候
内

二
被
れ
　
仰
置
候
覚

Ｇ

　
一
内
府
久
々
り
ち
き
な
る
儀
を
御
覧
し
被
付
、

近
年
被
成
御
懇

候
、

其
故
　
秀
頼
様
を
孫
む
こ
に
な
さ
れ
候
之
間
、

秀
頼
様

を
御
取
立
候
て
給
候

へ
と
、

枚
成
　
御
意
候
、

大
納
言
殿
年

寄
衆
五
人
居
申
所
に
て
、

度
々
被
　
仰
出
候
事

Ｆ
）

一
大
納
言
殿

ハ
お
さ
な
と
も
た
ち
ど
、
り
ち
き
を
被
成
御
存
知

候
故
、

秀
頼
様
御
も
り
た

被
為
付
候
間
、

御
取
立
候
て
給
候

へ
と
、

内
府
年
寄
五
人
居
申
所
に
て
、

度
々
被
成
　
御
意
候

寄

〇
　
一
江
戸
中
納
言
殿

ハ
　
秀
頼
様
御
し
う
と
に
な
さ
れ
候
條
、

内

府
御
年
も
よ
ら
れ
、

御
煩
気
に
も
御
成
候
者
、

内
府
の
こ
と

く
、

秀
頼
様
之
儀
、

被
成
御
肝
煎
候

へ
と
、

右
之
衆
居
申
所

に
て
被
成
　
御
意
候
事

Ｃ

　
一
羽
柴
肥
前
殿
事

ハ
、

大
納
言
殿
御
年
も
よ
ら
れ
、

御
煩
気
に

も
候
間
、

相
不
替
　
秀
頼
様
御
も
り
に
被
為
付
候
篠
、

外
聞

賃
儀
恭
と
存
知
、

御
身

二
替
り
肝
を
煎
可
申
と
被
　
伸
出
、

則
中
納
言

二
な
さ
れ
、

は
し
た
て
の
御

つ
ほ
、

吉
光
之
御
脇

指
被
下
、

役
儀
を
も
拾
万
石
被
成
御
許
候
事

史
苑

（第
四
九
巻
第
二
号
》

０

　
一
備
前
中
納
言
殿
事

ハ
、

幼
少
よ
り
御
取
立
被
成
候
之
間
、

秀

頼
様
之
儀

ハ
御
遁
有
間
敷
候
篠
、

御
奉
行
五
人
に
も
御
成
候

へ
、

又
お
と
な
五
人
之
内

へ
も
御
入
候
て
、

諸
職
お
と
な
し

く
、

景
反
偏
頗
な
し
に
御
肝
煎
候

へ
と
、

被
成
　
御
意
候
事

Ｇ

　
一
ユネ
勝
、

輝
元
御
事

ハ
、

御
り
ち
ぎ
に
候
之
間
、

秀
頼
様
之
儀

御
取
立
候
て
給
候

へ
と
、

輝
元

ヘ
ハ
直

二
被
成
　
御
意
候
、

景
勝

ハ
御
図

二
御
座
候
故
、

”皆
々
二
被
為
　
仰
置
候
事

０

　
一
年
寄
共
五
人
之
者

ハ
、

誰
々
成
共
背
御
法
度
申
事
を
仕
出
し

候

ハ
ゝ
、

さ
け
さ
や
の
殊
に
て
罷
出
、

双
方

へ
令
異
見
、

入

魂
之
様

二
可
仕
候
、

若
不
届
仁
有
之
而
き
り
候

ハ
ゝ
、

お
い

は
ら
と
も
可
存
候
、

又

ハ
　
上
様

へ
き
ら
れ
候
と
も
可
存
と
、

其
外

ハ
つ
ら
を
は
ら
れ
、

さ
う
り
を
な
を
し
候
共
、

上
様

ヘ

と
存
知
、

秀
頼
様
之
儀
大
切

二
存
知
、

肝
を
煎
可
申
と
、

被

成
　
御
意
候
事

Ｇ

　
一
年
寄
為
五
人
、

御
算
用
聞
候
共
、

相
究
候
て
、

内
府
、

大
納

言
殿

へ
懸
御
日
、

請
取
を
取
候
而
、

秀
頼
様
被
成
御
成
人
、

御
算
用
か
た
御
尋
之
時
、

右
御
両
人
之
請
取
を
懸
　
御
目
候

へ
と
、

被
成
　
御
意
候
事

⑤

　
一
何
た
る
儀
も
、

内
府
、

大
納
言
殿

へ
得
御
意
、

其
次
第
相
究

候

へ
と
、

被
成
　
御
意
候
事

０

　
一
伏
見

ニ
ハ
内
府
御
座
候
て
、

諸
職
被
成
御
肝
煎
候

へ
と
　
御

意
候
、

城
々
留
守

ハ
徳
善
暁
、

長
東
大
蔵
仕
、

何
時
も
内
府
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て
ん
し
ゆ
ま
て
も
、

御
上
り
候

ハ
ん
と
被
仰
候
者
、

無
気
遣

上
可
申
由
、

被
成
　
御
意
候
事

〇
　
一
大
坂

ハ
　
一秀
頼
様
被
成
御
座
候
間
、

大
納
言
殿
御
座
候
て
、

惣
廻
御
肝
煎
候

へ
と
被
成
　
御
意
候
、

御
城
御
番
之
儀

ハ
、

為
皆
々
相
勤
候

へ
と
被
　
仰
出
候
、

大
納
言
殿
て
ん
し
ゆ
ま

て
も
、

御
上
り
候

ハ
ん
と
被
仰
候
者
、

無
気
遣
上
可
申
由
、

被
成
　
御
意
候
事

右

一
書
之
通
、

年
寄
衆
、

真
外
御
そ
は
に
御
座
候
御
女
房
衆

達
、

御
聞
被
成
候
、

以
上

全
文
は
十

一
ヶ
条
か
ら
な
り
、

五
人
の
年
寄
、

及
び
年
寄
の
後
継

者
で
あ
る
徳
川
秀
忠
、

前
田
利
長
に
対
す
る
遺
言
で
あ
る
と
さ
れ
て

お
り

（
桑
国
論
文
）
、

内
容
は
、　

第

一
条
は
徳
川
家
康
、　

第
二
条
は

前
田
利
家
、

第
二
条
は
徳
川
秀
思
、

第
四
条
は
前
田
利
長
、

第
五
条

は
宇
喜
多
秀
家
、

第
六
条
は
上
杉
景
勝
と
毛
利
輝
元
、

第
七
条

・
第

八
条
は
五
大
老
、

第
九
条
か
ら
一第
十

一
条
は
前
田
玄
以
と
長
束
正
家

に
、

そ
れ
ぞ
れ
宛
て
た
形
を
と
っ
て
い

る

と

い
う

（小
和
国
哲
男

『
豊
臣
秀
吉
』
中
央
公
論
社
、　

一
九
八
五
年
）
。

以
上
の
解
釈
は

「
年
寄
」
を
大
老
と
す
る
も
の
で
あ
り
、

通
説
と

と
も
に
再
考
の
余
地
が
あ
る
。

１
　

「
年
寄
」

ま
ず

「
年
寄
」
を
検
討
し
て
み
る
。

「
年
寄
衆
五
人
」
（①
）
、

「
年

寄
五
人
」

（０
》
、

「
年
寄
共
五
人
之
者
」

（②
）
、

「年
寄
為
五
人
」

（⑤
）
と
あ
り
、

年
寄
は
五
人
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

第

一
条
の
条
文
解
釈
は
、

年
寄
を
大
老
と
し
た
場
合
に
は

「
大
納

言
殿
年
寄
衆
五
人
居
申
所
に
て
」
の
部
分
が

「大
納
言
殿
と
大
老
衆

五
人
が
居
る
と
こ
ろ
で
」
と
い
う
解
釈
を
余
儀
な
く
さ
れ
、

不
自
然

な
感
じ
を
受
け
る
。

第
二
条
の

「内
府
年
寄
五
人
居
申
所
に
て
」
の

部
分
も
、

内
府
と
年
寄
五
人
は
別
の
も
の
と
考
え
た
方
が
解
釈
し
や

す
い
。

内
府

（徳
川
家
康
）
・
大
納
言

（前
田
利
家
）
と

年
寄
五
人

は
別
の
存
在
と
考
え
ら
れ
る
。

第
六
条
に
は

「
景
勝

ハ
御
囲

二
御
座
候
故
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、

（
９
）

景
勝
が
会
津
に
在
国
中
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、

通
説
の
場
合

「
年
寄
五
人
居
申
所
に
て
」
（①

・
②
）
と
矛
盾
す
る
。

上
杉
景
勝
と
年
寄
五
人
は
別
の
存
在
と
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。第

八
条
で
は
、

御
算
用

の
事
は
年
寄
五
人
で
究
め
る
こ
と
が
記
さ

れ
て
い
る
が
、

内
府

・
大
納
言
は
、

年
寄
五
人

の
上
に
位
置
づ
け
ら

れ
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
（の
点

に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
。

（
１０
）

【
史
料
二
】

敬
白
　
天
罰
霊
社
上
巻
起
請
文
前
書
事

（第

一
条
略
）

い
　

一
御
法
度
御
置
目
等
諸
事
、

今
迄
之

ヨ
ト
ク
タ
ル
ヘ
キ
儀
勿
論

候
、

井
公
事
篇
之
儀
、

五
人
ト
シ
テ
難
相
究
儀

ハ
、

家
康

・

利
家
得
御
意
、

然
上
ヲ
以
、

急
度
伺
上
意
、

可
瞳
其
事

（第
二
条
―
六
条
略
）

ろ
　
一
御
算
用
之
儀
、

手
前
之
事

ハ
不
及
申
、

私
曲

ハ
存
間
敷
候
、

何
之
御
代
官
前
モ
、

依
情
最
反
ヲ
不
存
、

有
様

二
承
届
、

公

儀
御
為
可
然
様

二
可
申
付
事

（
第
八
条

・
九
条

・
神
文
略
）

【
史
料
二
】
は
、

慶
長
三
年

（
一
五
九
八
）
八
月
五
日
、

前
田
玄

以

・
浅
野
長
政
　
増
田
長
盛

・
石
田
三
成

・
長
束
正
家
の
五
人
が
徳

川
家
康
と
前
田
利
家
に
宛
て
た
起
請
文
で
あ

る
。

「御
算
用
之
儀
」

は
、

前
田
　
浅
野

・
増
田

・
石
田

・
長
束
の
五
人
が
職
務
と
し
て
行

う
こ
と
が
第
七
条
に
記
さ
れ
て
い
る

（
ろ
）
。　

ま
た
、　

他
に
豊
臣
政

権
下
の
大
名
間
で
交
わ
さ
れ
た
起
請
文
を
み
る
と

「御
蔵
入
御
算
用

之
儀
」
に
つ
い
て
は
、

文
禄
四
年

（
一
五
九
五
）
八
月
二
日
に
前
田

・
増
田

「
長
束
の
三
人
に
よ
る
取
決
め
が
み
ら
れ
る
の
み

で
あ

る

（表
１

・
２
参
昭
じ
。

っ
ま
り
、

「御
算
用
之
儀
」
を
職

務

と

す

る

「
年
寄
為
五
人
」
（①
）
の

「
年
寄
」
も
前
田
玄
以
ら
五
人
を

指

す

の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

【
史
料

一
】
の

「
何
た
る
儀
も
、

内
府
、

大
納
言
殿

へ
得
御
意
、

其
次
第
相
究
候

へ
」
（０
）
と
は
、

秀
吉
が
五
人
の
年
寄
に
対

し

て

言

っ
た
も
の
で
は
な
い
か
。

【
史
料
二
】
の
第
二
条
に
も
、

「
五
人
ト

ン
テ
難
相
究
儀

ハ
、

家
康

・
利
家
得
御
意
、

然
上
ヲ
以
、

急
度
伺
上

意
、

可
随
其
事
」
（
い
）
と
あ
り
、

「
何
た
る
儀
も
」
と
包
括
的
で
は

あ
る
が
、

「年
寄
五
人
」
の
上
に
家
康
と
利
家
が
位
置
づ
け
ら

れ

て

史
苑

（第
四
九
巻
第
二
号
）

い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、

徳
川
家
康
ら
を

「
年
寄
」
と
す
る
通

説
も
改
め
て
見
直
し
が
必
要
に
な
ろ
う
。

別
の
史
料
で
も
検
討
し
て

み
た
い
。

（
１１
）

【
史
料
三
】内

府
ち
か
い
の
条
々

は
　
一
五
人
之
御
奉
行
五
人
之
年
寄
共
、

上
巻
之
誓
紙
連
判
候
て
、

無
幾
程
、

年
寄
共
内
弐
人
被
追
籠
候
事

に
　

一
五
人
之
奉
行
衆
内
、

羽
柴
肥
前
守
事
、

速
而
誓
紙
を
被
造
候

て
、

身
上
既
可
被
果
候
庭

二
、

先
景
勝
為
可
討
果
、

人
質
を

取
、

追
籠
被
申
候
事

（第
二
条
略
）

ほ
　

一
知
行
方
之
儀
、

自
分
二
被
雰
置
候
事

ハ
不
及
申
、

取
次
を
も

あ
る
ま
し
き
由
、

是
又
上
巻
誓
紙
之
筈
を
ち
か

へ
、

忠
節
も

無
之
者
共

二
被
出
置
候
事

（第
五
条
―
九
条
略
）

へ
　

一
縁
退
之
事
、

被
背
御
法
度

二
付
て
、

各
其
理
申
、

合
粘
候
て
、

重
て
縁
邊
不
知
其
数
侯
事

（第
十

一
条
略
）

メ
〕

一
御
奉
行
五
人

一
行

二
、

為

一
人
判
候
事

（
第
十
三
条
略
）

右
誓
紙
之
筈

ハ
、

少
も
不
被
相
立
、

太
閤
様
被
背
御
置
目
候

ヘ

ハ
、

何
を
以
、

頼
可
有
之
候
哉
、

如
此

一
人
宛
被
果
候
て
之
上
、

！寺

ヤ
ま害

書

，

善

鉢

岸

革
事

≡

≡

≡ヽ
数

室

で

，

Ｓ

者

≡

や

、

氏

―- 64 -一
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秀
頼
様
御

一
人
被
取
立
候
は
ん
事
ま
こ
と
し
か
ら
ず
候
也

【
史
料
三
】
は
、

関
ケ
原
合
戦
を
前
に
、

慶
長
五
年
全

六
〇
〇
）

七
月
十
七
日
、

前
田
玄
以

・
増
田
長
盛

・
長
束
正
家
の
三
名
に
よ
っ

て
出
さ
れ
た
書
状
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

内
容
は
、

家
康
が

「
太
閣
様
御
置
目
」
に
背
い
て
い
る
こ
と
の
数
々
の
罪
状
を
挙
げ
た

も
の
で
あ
る
。

ま
ず
第

一
条
に

「
五
人
之
御
奉
行
五
人
之
年
寄
共
」
（は
）

と

あ

る
。
こ
こ
で
も
本
行
、

年
寄
は
そ
れ
ぞ
れ
五
人
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ

か
る
が
、

こ
れ
に
続
い
て

「
年
本
共
内
弐
人
被
追
籠
候
事
」
と
あ
る
。

追
い
籠
め
ら
れ
た
二
人
と
は
、

石
田
三
成
と
浅
野
長
政
の
こ
と
で
は

な
い
か
。

三
成
は
慶
長
四
年

（
一
五
九
九
）
間
二
月
、

前
田
利
家
の

死
と
と
も
に
表
面
化
し
た
加
藤
清
正
ら
の
武
将
と
の
抗
争
が
激
化
し

た
た
め
佐
和
由
に
蟄
居
し
て
い
る
。

ま
た
長
政
は
、

同
年
に
大
坂
城

に
お
け
る
徳
川
家
康
暗
殺
の
企
て
に
関
連
あ
り
と
の
容
疑
で
甲
斐
国

に
蟄
居
し
て
い
だ
。
こ
こ
で

【
史
料
三
】
が
右
の
二
人
を
除
く
二
人

の
手
に
拠
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

「年
寄
」

は
三
成
、　

長
政
を

含
む
と
こ
ろ
の
五
人
を
指
し
て
い
る
と
い
え
る
。

第
二
条
に
は

「
五
人
之
本
行
衆
内
、　

羽
柴
肥
前
守
事
」
（
に
）

と

あ
る
が
、

肥
前
守
の
官
職
を
も
つ
も
の
は
前
田
利
長
で
あ
る

（！
）
。

利
長
は
前
田
利
家
の
長
男
で
あ
り
、

慶
長
四
年
間
二
月
三
日
に
父
利

家
が
死
去
し
て
か
ら
は
、

利
家
に
代
わ

っ
て
家
康
ら
と
と
も
に
政
務

に
参
与
し
て
い
だ
。
さ
ら
に
利
長
は
、

先
の
浅
野
長
政
と
同
じ
件
で

咎
め
を
受
け
て
、

母
の
芳
春
院
を
江
戸
に
差
し
出
し
て
お
り
、

こ
の

こ
と
は

「
人
質
を
取
、

追
籠
被
申
候
事
」
（
に
）
と
符
合
す
る
。

第
十
二
条
の

「御
奉
行
五
人

一
行

二
、　

為

一
人
判
候
事
」

（
と
）

は
、

五
人
で
す
べ
き
こ
と
を
家
康

一
人
で
執
り
行

っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。　

こ
れ
は
、　

第
四
条
の

「知
行
方
之
儀
」
（
ほ
）
に
関

わ

っ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
が
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
こ
と
に

す
る
。「御

奉
行
五
人
」
の
中
に
家
康
と
利
長
の
存
在
が
認

め

ら

れ

る

（
に

，
と
）
こ
と
か
ら
、

「御
奉
行
五
人
」
と
は
、

家
康

・
利
家

・

秀
家

。
景
勝

・
輝
元

（利
家
死
後
は
利
長
）
の
五
人
を
指
し
、　

一
方

「
年
寄
五
人
」
は
、

前
田

・
浅
野

・
増
口

・
石
田

】
長
束
の
五
人
を

指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。　

一

通
説
で

「年
寄
」
と
さ
れ
て
き
た
人
々
は

【
史
料
三
】
で
は

「御

本
行
衆
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

既
成
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
す
る
と
、

徳

川
家
康
や
前
田
利
家
ら
が

「碁
行
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
に
違
和

感
を
覚
え
る
が
、

「
五
大
老
」
と
い
う
呼
称
自
体
、　

後
世
の
手
に

な

る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
問
題
は
な
い
。

む
し
ろ
、

か
か
る

イ
メ
ー
ジ
か
ら
組
立
て
ら
れ
る
政
権
論
こ
そ
危
慎
さ
れ
る
べ
き
で
あ

）ろ
う
。

９
】

「
御
ネ
行
衆
」

次

に

「
年
寄
」
と
対
比
さ
れ
る

「
御
本
行
衆
」
を
検
討
し
て
み
た

い
。

一- 66 -
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（距
）

【
史
料
四
】

敬
白
　
〓〈
罰
霊
社
起
請
文
前
書
之
事

ち
　
一
秀
頼
様

へ
御
本
公
之
儀
、

最
前
以
誓
紙
、

亜
申
上
候
、

猶
以

今
度
重
畳
御
直

二
何
衛
度
モ
被
仰
聞
通
、

不
存
忘
、

無
油
断

御
本
公
可
仕
事

り
　
一
今
度
被
成
御
定
、

対
五
人
之
御
奉
行
衆
、

不
可
存
隔
心
候
、

如
何
様
中
説
申
候
ト
モ
、

御
直

二
御
理
申
入
可
相
澄
候
、

其

上
切
々
得
御
意
、

秀
頼
様
御
為
可
然
様

二
、

可
奉
抽
忠
功
事

ぬ
　

一
此
方
五
人
間
之
儀
、

是
又
致
入
魂
、

無
隔
心
、

節
々
致
参
含
、

諸
事
可
中
談
事

（神
文
――各
）

長
東
大
蔵
大
輔

慶
長
三
年
八
月
十

一
日

石
田
治
部
少
輔

増
田
右
衛
門
尉

波
野
弾
正
少
阿

徳

　

主
申
　

院

家
康
公

利
家
公

秀
家
公

共
勝
公

輝
元
公

【
史
料
四
】
は
、

慶
長
三
年
八
月
十

一

史
苑

（第
四
九
巻
第
二
号
）

日
に
変
わ
さ
れ
た
起
請
文

で
、

内
容
は
、　

秀
寂

へ
の
思
誠
を
誓

っ
た
も
の
で
あ
る

（
ち
》
ｃ　
こ

こ
で
問
題
と
す
る
の
は
、

第
二
条
の

「
五
人
之
御
奉
行
衆
」
で
あ
る

（り
）
。

今
ま
で
こ
の

「
五
人
之
御
奉
行
衆
」
は
、

前
田

・
浅
野

・
増

田

‘
石
田

，
長
束
の
五
人
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。

例
え

ば
、

桑
田
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

（桑
口
論
文
》
。

竹
中
氏
雑
留
書
等
所
収
八
月
十

一
日
に
五
人
の
年
寄
に
宛
て
た

五
奉
行
の
起
請
文
を
見
る
と
、

「今
度
被
成
御
定
、　

対
五
人
之

御
奉
行
衆
、

不
可
存
隔
心
候
、

」
と
あ
り
、

（中
略
）
こ
の
唄
五

本
行
が
制
定
せ
ら
れ
、

そ
の
五
本
行
と
は
浅
野
長
政
以
下
の
所

謂
五
人
で
あ
る
。

だ
が
、

こ
の
起
請
文
の
差
出
入
と
宛
所
を
考
え
る
と
き
、　

こ
の
部

分
は

「
（前
田
玄
以
ら
五
人
が
）
今
度
御
定
な
ら
れ
た

五
人
の
御
奉

行
衆

（徳
川
家
康
ら
五
人
）
に
対
し
て
、

隅
心
存
ず
べ
か
ら
ず
」
と

誓

っ
た
も
の
と
解
釈
で
き
る
。

【
史
料
四
】
の

「
五
人
之
御
本
行
衆
」

は
宛
所
の
五
人
を
指
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、

第
三
条
の

「
是
又
致
入
魂
、

無
隔
心
、

節
々
致
参
合
、

諸
事
可
申
談
事
」
（
ぬ
）
は
、

秀
吉
の
道
言
の

「
年
寄
共
五
人
之
者
」

の
文
言

（〇
）
に
相
通
じ
る
も
の
が

あ

る
。

「
此
方
五
人
間
之
儀
」

と
は
、

署
名
者
の
五
人
を
指
し
て

い
る

が
、　

彼
ら
五
人
こ
そ

一十年

寄
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
て
、

慶
長
三
年
八
月
十
八
日
の
秀
吉
の
死
は
、

朝
鮮
出
兵
の
中

止

・
収
拾
を
図
る
契
機
と
な
る

が
、

「太
閣
様
御
煩
い
、　

弥
御
快
気

苦
ふ
士
畿
軍

主

蛍

筑

霊

■
現
母

古

，
■
”

一“
増
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な
さ
れ
候
間
、

御
心
安
か
る
べ
く
候
」
（慶
長
三
年
八
月
廿
八
日
付
、

鋼
島
直
茂
宛
、

前
田

・
浅
野

・
増
田

，
石
田

，
長
束
連
署
書
状

『
鍋

島
家
文
書
』

一
三

一
）
と
秀
吉
の
死
は
固
く
秘
さ
れ
て
い
た
。
こ
の

よ
う
な
状
況
の
な
か
で
、

徳
永
寿
昌

・
宮
本
豊
盛
が
朝
鮮
に
派
遣
さ

れ
、

徹
兵
指
令
が
伝
え
ら
れ
る
が
、

そ
れ
を
記
す
次
の
史
料
が
あ
る
。

（
・６
）

【
史
料
五
】

其
表
為
見
廻
、

徳
永
式
部
卿
法
印
、

宮
木
長
次
両
人
被
指
越
候
、

長
々
在
番
、

辛
労
之
至
候
、

分
道
服
袷
被
遣
之
候
、

奉
行
衆
年

寄
共
か
た
よ
り
可
申
候
也

（慶
長
三
年
）

八
月
廿
五
日
○

（秀
吉
朱
印
）

島
津
又
八
郎
と
の
ヘ

内
容
は
、

島
津
家
久
に
対
し
て
朝
鮮
在
陣
を
労

っ
た
も
の
で
あ
る

が
、

注
目
す
べ
き
は

「
奉
行
衆
年
寄
共
か
た
よ
り
可
申
候
也
」
の
文

一言
で
あ
る
。

こ
の
時
、

秀
吉
は
す
で
に
死
去
し
て
い
る
が
、

秀
吉
の

朱
印
状
が
発
給
さ
れ
る
こ
と
の
意
味
は
す
で
に
述
べ
た
。

こ
こ
か
ら
、

御
奉
行
五
人
と
年
寄
五
人
が
、

事
実
上
朝
鮮
出
兵
の
収
拾
を
委
ね
ら

れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、

同
年
十

一
月

二
日
、

朝
鮮
在
陣
中
の
島
津
義
弘
他
三
名
宛
に
出
さ
れ
た
石
田
三
成

と
浅
野
長
政
の
連
署
書
状
の
第
二
条
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

【
史
料
六
】

最
前
御
奉
行
衆

。
年
寄
衆
対
談
之
上
、

徳
永

・
宮
木
渡
海
之
節
、

被
仰
渡
候
之
処
、

其
己
後
唐
人
矢
大
利
、

敗
北
之
上
者
、

弥
以

諸
城
帰
朝
之
旨
、

尤
存
之
間
、

貴
殿
之
御
事
も
、

諸
城
物
主
衆

被
仰
談
、

同
時

二
可
有
御
帰
朝
、

此
由
何

へ
も
申
進
候
事

「
徳
永

・
宮
木
渡
海
之
節
」
に
先
だ

っ
て

「
最
前
御
奉
行
衆

・
年

寄
衆
対
談
」
が
行
わ
れ
て
い
る
。

秀
吉
の
死
後
、

朝
鮮
出
兵
の
収
拾

は
御
奉
行
衆
と
年
寄
衆
が
指
揮
を
と

っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

３
　

「御
奉
行
衆
」
と

「
年
寄
共
」

次
に

「
奉
行
」

「
年
寄
」
の
記
載
の
違
い
を
比
較
検
討
し
て
み
よ

う
。

ま
ず

「
奉
行
」

「
年
寄
」
の
二
つ
が
併
記
さ
れ
る
場
合

「
五
人

之
御
奉
行
五
人
之
年
寄
共
」
（は
）
、

「奉
行
衆
年
寄
共
只
【
史
料
五
〕

等
と
奉
行
が
先
行
す
る
。
こ
の
こ
と
は
次
の
史
料
で
も
確
認
で
き
る
。

（
・８
）

【
史
料
七
】

能
申
入
候
、

ば
は
ん
之
儀
、

従
先
年
御
法
度
之
儀

二
候
、

去
春

も
御
奉
行
衆

・
御
年
寄
衆
御
ふ
れ
状

二
候
、

然
者
、

今
度
於
呂

宋
ば
は
ん
仕
之
由
到
来
付
而
、

堅
相
改
礼
明
之
上
、

可
有
御
成

敗
之
旨
、

内
府
様
御
意
候
、

其
元
相
着
候
唐
船
、

堅
被
仰
付
御

改
侯
て
、

様
子
可
被
仰
上
候
、

於
此
地
兵
庫
殿

へ
も
此
旨
申
入

儀

二
候
、

定
而
可
被
仰
遣
候
、

恐
慢
謹
言

慶
長
四
年
七
月
九
日
、

寺
沢
正
成
か
ら
島
津
家
久
に
対
し
て
出
さ

れ
た
書
状
で
あ
る
。

や
は
り

「御
奉
行
衆

・
御
年
寄
衆
」
と

あ
）
り

「
奉
行
」
が
先
行
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。

ま
た

「従
先
年
御
法
度
」

で
あ

っ
た

「ば
は
ん
之
儀
」
が

「御
奉
行
衆

・
御
年
寄
衆
」
の

「御

―- 68 -一

一- 69 -一

ふ
れ
状
」
に
よ
り
伝
達
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、

慶
長
四
年
八
月
廿
日

に

「ば
は
ん
海
鹸
之
儀
」
に
つ
い
て
、

「御
奉
行
衆
」
の
連
署

（『
島

津
家
文
書
』

一
〇
九

一
号
）
と

「
御
年
寄
衆
」
の
連

署

（『
薩
藩
旧

記
雑
録
後
編
』
三

・
八
六
二
）
に
よ
っ
て
再
度
そ
の
指
令
が
出
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
も
十
分
に
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

さ
ら
に

「
奉
行
」

「
年
寄
」
の
記
載
を
比
較
す
る
と
き
、

次
の
こ

と
も
見
過
ご
せ
な
い
。

奉
行
に
は

「御
奉
行
衆
」
と
い
う

ょ

ぅ

に

「
御
」
が
っ
い
て
い
る
。

ま
た

「
年
寄
共
」
と
は
ぁ

っ
て
も

「
奉
行

共
」
と
い
う
記
載
は
な
く

「
奉
行
衆
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
点
は
次
に
挙
げ
る
史
料
と
と
も
に

「
奉
行
」

「
年
寄
」
の
解
釈
に

生
か
す
こ
と
が
で
き
る
。

（
・９
）

【
史
料
八
】返

々
　
秀
よ
り
事
た
の
ミ
申
候
′
＜
、ヽ

五
人
の
し
ゆ
た
の

ミ
申
候
、

い
さ
い
五
人
の
物

二
申
わ
た
し
候
、

な
ご
り
ぉ

し
く
候
、

以
上

秀
よ
り
事
な
り
た
ち
侯
ゃ
う
に
、

此
か
き
っ
け
候
し
ゆ
と
し
て
、

た
の
ミ
申
候
、

な
に
事
も
此
ほ
か
に
わ
お
も
い
の
こ
す
事
な
く

候
、

か
し
く

八
月
五
日
　
　
　
　
　
秀
吉
御
判

い
え
や
す

ち
く
せ
ん

て
る
も
と

史
苑

（第
四
九
巻
第
二
号
）

か
け
か
っ

秀
い
へ

ま
い
る

【
史
料
八
】
は
、

秀
吉
が
、

秀
頼
の
こ
と
を
委
託
し
た
追
言
で
ぁ

る
。
こ
こ
に
で
て
く
る

「
五
人
の
し
ゆ
」
は
宛
所
の
五
人
で
あ
り
、

五 「
矩
ュ
差
効
と （蒔
江
。

「
ｔま

ガ
姉
卵

，
枠
呻
〓
中

「
連 田

車
等
卵
五 で 。
人 み 二
一勢
の

た

「御
奉
行
衆
」
、

そ
し
て

「
五
人

（⑦
）
が
そ
れ
ぞ
れ

一
致
し
た
も
の
と
し
て
理
解
で
き
よ
う
。

「衆
」

と

「
者
」
と
い
う
非
常
に
対
照
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
い
は
両
者
の

関
係
を
明
ら
か
に
す
る
の
に
大
切
な
鍵
に
な
る
が
、

こ
れ
に
つ
い
て

は
章
を
改
め
て
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

以
上
、

検
討
し
た
結
果
を
ま
と
め
る
と
、

「
年
寄
」
そ

し

て

「
奉

行
」
と
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
理
解
さ
れ
て
い
た
人
々
が
逆
で
あ

ネッ
た
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

通
説
の
史
料
解
釈
は
、

今
後
改
め
る
必
要
が
あ

る
。
こ
こ
で
通
説
の
よ
う
な
史
料
解
釈
の
行
わ
れ
た
原
因
を
考
え
て

み
た
い
。

Ａ
　
史
料
上
の

「御
奉
行
」
と
後
世
の
手
に
な
る
五
奉
行
を
混
同

し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

こ
の
場
合
、
も
う

一
方
の

「
年
寄
」
は

大
老
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

Ｂ
　
秀
吉
の
追
言
の
覚

【
史
料
二
】
を
収
め
て
い
る

書
』
の
第
七
条
の
標
出
に
は

「
五
大
老
二
同
心
協
カ
セ

ま
ま≡
ま
ｉ
＋
ホ■
電
車
〓
≡≡
≡
よ
Ｉ
≡
ヽ
「ヽ
ま
，
活
Ｅ
十‐≡…

一■
■
キ
〓
■
≡≡
一≡
工
“

『
浅
野
家
文

ソ
ム
」
と
ぁ
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り
、

こ
れ
は

「
年
寄
」
を
大
老
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

Ｃ
　

「
五
人
の
と
し
よ
り
し
ゆ
う
」
会
ｕ御

湯
殿
の
上
の
日
記
』
慶

長
三
年
十

一
月
十
日
条
）
と
あ
る
こ
と
か
ら
解
釈
し
て
い
る
も
の
も

筋
花
が
、

当
該
箇
所
に
は
五
人
の
名
が
具
体
的
に
記
さ
れ
て
は
い
な

（
２２
）

Ｄ
　

『
太
閤
記
』
巻
十
二
の

「一向
麗
障
起
之
事
」
に
は

「
五
人
之

宿
老
、

家
康
卿
、

輝
元
、

秀
家
、

利
家
、

景
勝
、

二
人
之
小
宿
老
、

生
駒
雅
楽
頭
、

中
村
式
部
少
輔
、

堀
尾
帯
刀
先
生
、

五
人
之
奉
行
、

浅
野
弾
正
少
弼
、

徳
善
院
玄
以
、

増
田
右
衛
門
尉
、

石
田
治
部
少
輔
、

長
東
大
蔵
大
輔
」
と
あ
る
。

ま
た
巻
第
二
十
二

「大
年
寄
」
と
題
す

る
条
に
は

「
家
康
公

・
加
賀
大
納
言
利
家

・
毛
利
中
納
言
輝
元

・
備

前
中
納
言
秀
秋

（秀
家
の
誤
り
か
）

・
越
後
中
納
言
景
勝

・
此
五
人

を
秀
頼
卿
う
し
ろ
み
と
し
、

殿
下
世
を
去
給
ひ
な
ば
、

高
事
頼
入
お

ば
し
給
ふ
と
有
て
、

秀
次
公
御
切
腹
の
ゝ
ち
、

か
く
定
め
お
か
れ
し

也
」
と

あ

る
。

『
大
閤
記
』
に
拠
る

「
年
寄
」
の
記
載
を
基
に
史
料

の

「
年
寄
」
も
解
釈
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
の

こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、

個
々
の
史
料
に
お
い
て
は
正
確
な
解
釈
を
し
て
い
る
も

の
も
あ
る
。

例
え
ば

【
史
料
三
】
に
つ
い
て
、

今
井
林
太
郎

『
石
田

三
成
」
傘
申
川
弘
文
館
、

　
一
九
六

一
年
）
で
は
、　

第
二
条
に

「
五
人

之
奉
行
衆
内
、

羽
柴
肥
前
守

（愉
卿
）
事
」
と
あ
る
。　

だ
が
、　

前

田

利
長
が

「
奉
行
」
で
あ
る
こ
と
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

ま
た
管

見
の
限
り
で
は
中
村
孝
也

『
徳
川
家
康
文
書
の
研

究
』
（
日
本
学
術

振
興
会
、　

一
九
五
九
年
）
に
お
い
て
も
正
確
な
史
料
の
解
釈
が
あ
る
。

だ
が
、

そ
の
根
拠
は
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、

ま
た
、

徳
川
家
康
ら
五
人

が

「御
奉
行
衆
」
で
あ
る
こ
と
、

石
田
三
成
ら
五
人
が

「
年
寄
」
で

あ
る
と
い
う
最
も
重
要
な
点
に
は
何
も
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

史
料

が
正
確
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
例
は
他
に
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

そ
れ
の
み
に
終
わ

っ
て
い
た
こ
と
が
、　

一
方
に
お
い
て

「
年
寄
」
の

誤

っ
た
解
釈
が
通
説
と
し
て
今
に
い
た

っ
て
い
る
理
由
で
あ
ろ
う
。

か
か
る
結
果
、

当
然
の
こ
と
と
し
て
、

今
で
も
徳
川
家
康
や
前
日
利

家
を

「
年
寄
衆
」
と
し
て
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

三
、

豊
臣
政
権
を
支

え
た
人

々

先
の

「年
寄
」
の
解
釈
を
受
け
て
、

秀
吉
の
遺
言
を
改
め
て
検
討

す
る
こ
と
か
ら
、　

家
康
ら

「御
奉
行
衆
」
、　

石
田
ら

「
年
寄
共
」
の

実
態
に
迫
り
、

そ
こ
か
ら
展
開
さ
れ
る
政
権
像

へ
の
糸
口
を
つ
か
ん

で
み
よ
う
。

通
説
の

「年
寄
」
の
解
釈
が

【
史
料

一
】
か
ら
始
ま

っ

て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、

権
力
論
の
出
発
点
も
こ
こ
に
も
と
め
ら
れ
る

に
違
い
な
い
。

１
　
御
奉
行
五
人
と
年
寄
五
人

ま
ず
遺
言
の
構
造
は
、

宛
所
で
み
る
と
第

一
条
か
ら
第
六
条
ま
で
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が
御
奉
行
衆
に
宛
て
た
も
の
、

第
七
条
か
ら
第
十

一
条
が
年
寄
共
に

宛
て
た
も
の
と
二
つ
に
大
別
で
き
る
。

ま
た
、

内
容
的
に
は
、

第

一

条
か
ら
第
七
条
が
そ
れ
ぞ
れ
に
秀
頼

へ
の
奉
公
を
説
い
た
も
の
、

第

八
条
か
ら
第
十

一
条
ま
で
が
具
体
的
な
職
務
規
定
を
述
べ
た
も
の
と

ぃ
奉 秀 っ
”
中
印
球
い
キ
成
や
確
韓
十
率
瀞
昨
野
れ
鋒

の
な 文
堆

障
移
静
鮭

、

（①

・
③
）
ゃ
、

「
ぉ
さ
な
と
も
た
ち
」
「
幼
少
よ
り
御
取
立
」
と
い

う
個
人
の
情

（②

・
⑤
》
で
説
き
、

年
寄
共
に
対
し
て
は

「
さ
ぅ
り

を
な
お
し
」
と
ぃ
う
言
葉
に
象
徴
的
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

緊

薪
部
か
難
卿
ま ．
に
耐
評
麻
搾
路
的 っ
ぼ
輔
紳
厳
榊
革
妹
，こ ④
薄
い
が
浮

郊
。

ま
た
、

秀
頼
に
対
す
る
御
奉
公
を
、

秀
吉

（秀
頼
）
と
の
血
縁
関

訴葉。離障潟伸印庫和勇鞠痺節球離期兜ヤお知”
（ぎ叶セい
・ぅ

⑤
）
。
さ
ら
に
秀
頼
を

「
取
立
て
る
」
（①

・
②
　
⑤
）
と
い
ぅ
文
言

も
見
逃
せ
な
い
。

秀
頼
を
取
立
て
る
に
あ
た
っ
て
は

「
り
ち
ぎ
」
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
こ
れ
は
ま
た
、

徳
川
家
康
ら
御
奉
行
衆

に
対
し
て
は
、

石
田
三
成
ら
年
寄
共
の
よ
う
に

「
上
様

へ
と
存
知
」

（①
）
と
い
う
人
格
的

】
主
従
関
係
で
秀
頼

へ
の
奉
公
を
説
く
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
関
わ
っ
て
く
る
問
題
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で

み
る
か
ざ
り
秀
吉
と
御
奉
行
五
人
の
間
の
主
従
関
係
は
意
外
に
稀
薄

史
苑

（第
四
九
巻
第
二
号
）

で
あ
り
、

そ
の
よ
う
な
状
況
で
は
、　

秀
頼
の

こ
と

を

「御
取
立
候

幅
車
と
い
う
言
葉
で
頼
む
し
か
な
か
った
の
で
あ
る
。
例
え
ば
『フ

ロ
イ
ス
日
本
史
』
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

（
２４
）

【
史
料
九
】

Ａ
彼

（秀
吉
）
は
、

関
東
の
大
名
で
八
ヵ
国
を
領
有
し
、
日
本
中

で
も

っ
と
も
有
力
、

か
っ
戦
に
お
い
て
は
き
ゎ
め
て
勇
敢
な
武

将
で
あ
り
、

貴
頭
の
生
れ
で
民
衆
に
も
も

っ
と
も
信
頼
さ
れ
て

い
る

（徳
川
）
家
康
だ
け
が
日
本
の
政
権
を
察
奪
し
よ
う
と
思

え
ば
で
き
る
人
物
で
あ
る
こ
と
を
思
い
致
し
、

こ
の
大
名
に
非

常
な
好
意
を
示
し
て
自
分
と
回
い
契
り
を
結
ば
せ
よ
う
と
決
心

し
て
、

彼
が
忠
節
を
誓
約
せ
ず
に
は
お
れ
な
い
ょ
う
に
し
ま
し

た
。

Ｂ
貴
殿

（家
康
）
は
、

嗣
子

（秀
忠
）
に
よ
り
、

ょ
う
ゃ
く
二
歳

を
数
え
る

（孫
）
娘
を
得
て
お
ら
れ
る
が
、

同
女
を
予
の
息
子

と
婚
約
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
と
も
に
縁
を
結
ぼ
う
で
は
な
い

か
ｏ

か
く
て
貴
殿
は

一
方

（
同
女
）
の
祖
父
、　

同
時

に
他

方

（予
の
息
子
）
の
父
と
な
り
え
ょ
う
。

Ｃ

（今
や
）
殿

（秀
吉
）
は
、

国
王

（秀
頼
）
御
身
、

な
ら
び
に

国
家
の
命
運
を
も
拙
者

（家
康
）
の
忠
誠
に
委
ね
ら
れ
、

ま
た
、

か
た
じ
け
な
く
も
殿
の
御
子
息
を
拙
者
の
息
子

（秀
忠
）
の
婚

と
し
て
く
だ
さ
い
ま
す

〔
拙
者
に
と
り
、

こ
れ
に
過
ぐ
る
恩
恵

は
い
ま
だ
か

っ
て
な
き
と
こ
ろ
で
ご
ざ
ぃ
ま
す
〕
。　

か
く
て
拙



豊
臣
五
大
老

・
五
奉
行
に
つ
い
て
の
一
考
察

（阿
部
）

者
は
大
い
な
る
愛
の
絆
に
よ
っ
て
殿
に
縛
ら
れ
た
奴
隷
に
ほ
か

な
り
ま
せ
ず
、

今
後
は
万
難
を
排
し
、

あ
ら
ゆ
る
障
害
を
取
り

除
き
、

も

っ
て
殿
の
御
要
望
な
り
御
命
令
を
達
成
い
た
す
で
あ

り

ま

し

ょ
う

。

『
フ
ロ
イ
ス
日
本
史
』
で
は
、

徳
川
家
康
に
の
み
し
か
懲
れ
ら
れ

て
お
ら
ず
、

そ
の
点

「
予
は
息
子
と
と
も
に
、

日
本
全
上
の
統
治
を

今
や
貴
殿
の
掌
中
に
委
ね
る
こ
と
に
す
る
」
と
い
う
よ
う
に
、

秀
吉

が
、

家
康

（一欽
に
国
政
を
委
ね
た
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
に
は
疑
間

の
余
地
が
あ
る
。

だ
が
、

家
康
が
御
奉
行
五
人
の
最
高
位
で
あ
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
り
、

秀
吉
が
最
も
期
待
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
か

っ

た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

こ
こ
で
は
、

秀
吉
と
同
じ
関
係
で
結

ば
れ
て
い
る
御
奉
行
五
人
の
実
態
を
、

家
康
を
例
に
見
て
み
た
い
の

で
あ
る
。

家
康
の
実
力
と
名
声
が
諸
大
名
の
中
で
も
群
を
抜
い
て
い
た
の
は

事
実
で
あ
る
が
、

実
際
に
秀
吉
が

「
家
康
だ
け
が
日
本
の
政
権
を
纂

奪
し
よ
う
と
思
え
ば
で
き
る
人
物
」
と
思

っ
て
い
た
の
か
ど
う
か
は

想
像
の
域
を
出
な
い
。

少
な
く
と
も
、

日
本
に
来
た

一
言
一教
師
の
目

が
は

っ
き
り
と
認
識
し
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、

そ
の
眼
は
、

家
康
に

「忠
節
」
を

「
誓
約
」
さ
せ
る
た
め
に
非
常
な

好
意
を
示
し
て

「
国
い
契
り
」
を
結
ば
せ
よ
う
と
し
た
秀
吉
の
意
図

を
み
ご
と
に
見
抜
い
て
い
た

（
Ａ
）
。

秀
吉
と
御
奉
行
衆
を
結
ぶ

「
固
い
契
り
」
は

「
縁
退
之
儀
」
で
あ

る
。

家
康
の
場
合
、

嗣
子

（秀
忠
）
の
娘
を
秀
頼
と
婚
約
さ
せ
る
こ

と
で
、

秀
頼
を
家
康
の

「
孫
む
こ
」
（①
）
に
し
た
の
で
あ
る

（
Ｂ
）
。

「
固
い
契
り
」
を
結
ぶ
と
い
う
こ

と

は
、

「大
い
な
る
愛
の
絆
」

に
よ
っ
て

「
縛
ら
れ
た
奴
隷
」
に
な
る
こ
と
に
外
な
ら
な
か

っ
た
。

ま
た
、

御
奉
行
五
人
を
し
て

「
万
難
を
排
し
、

あ
ら
ゆ
る
障
害
を
取

り
除
」
い
て
、

秀
吉
の

「御
要
望
」
と

「御
命
令
」
を
達
成
さ
せ
る

に
は
、

彼
ら
五
人
を

「
奴
隷
」
と
し
て
縛
る
必
要
が
あ

っ
た
。

た
だ

そ
れ
が
、

「大
い
な
る
愛
の
絆
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た

と

こ

ろ
に
秀
吉
の
苦
悩
と
豊
臣
政
権
の
特
質
が
現
わ
れ
て

い

る

（
Ｃ
）
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
豊
臣
政
権
下
に
お
け
る
大
名
間
の
様
相
を
反
映

す
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

秀
吉
が
諸
大
名
に
羽
柴
姓
を
与
え
、　

一
門
形
式
を
と
る
こ
と
に
よ

っ

（
て

銹
頼

へ
の
忠
誠
心
を
強
め
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
は
指
摘
さ
れ

て
い
る
。

文
禄
四
年

（
一
五
九
五
）
八
月
二
日
に
出

さ

れ

た

「御

掟
」
の
第

一
条
は

「諸
大
名
縁
邊
之
儀
」
で
あ

っ
だ
。
こ
れ
が
、

秀

吉
で
は
な
く
家
康

・
秀
家

・
景
勝

・
利
家

・
輝
元

・
隆
景

（遺
言
の

な
か
で
血
縁
関
係
を
も

っ
て
秀
頼

へ
の
奉
公
を
説
か
れ

て

い

ス
や
人

々
）
の
名
で
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
そ
の
意
味
が
あ
ろ
う
。

家
康

も
、

秀
吉
死
後
に
お
い
て

「御
法
度
」
に
背
い
て

「
縁
邊
之
儀
」
を

取
り
結
ん
で
い
る
の
で
あ
る

（【
史
料
三
じ
。

「傍
輩
」
と
意
識
さ
れ

る
諸
大
名
の
間
に
お
い
て

「
縁
邊
之
儀
」
は
大
切
な
絆
で
あ
り
、

そ

れ
は
豊
臣
氏
も
例
外
で
は
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
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両
者
の
対
照
的
な
関
係
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
呼
称
か
ら
も
指
摘
で
き

る
。

「御
奉
行
衆
」
「
年
寄
共
」
を
改
め
て
み
れ
ば
、

御
は

「
敬
い
の

意
を
あ
ら
わ
す
も
の
」、
衆
は

「
人
を
表
わ
す
名
詞
な
ど
に
付
い
て
、

親
愛
、

尊
敬
の
意
を
添
え
る
」
意
味
が
あ
り
、

集
国
の
構
成
員
を
指

す
場
合
に
使
わ
れ
る
の
に
対
し
て
、

共
は

「
卑
下
し
た
り
軽
視
し
た

り
す
る
よ
う
な
場
合
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、

従
者
」
の
意
味

が
あ
ゎ
宇

「
五
人
の
衆
」
「
五
人
の
者
」
と
い
う
秀
吉
の
言
葉
に
も
あ

る
よ
う
に
、　

一
方
は
公
的
な
、

も
う

一
方
は
非
常
に
私
的
な
ニ
ュ
ア

ン
ス
で
百
い
分
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
質
的
に
異
な
る
両
者
の
関
係

を

一
概
に
組
織
の
上
下
関
係
で
論
じ
切
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
ぁ
ろ

亨「
ノ
。ま

た
徳
川
家
康
や
前
田
利
家
を

「
年
寄
衆
」
と
し
て
位
置
づ
け
て

き
た
政
権
像
も
再
考
の
余
地
が
あ
る
。

今
ま
で
彼
ら
は
豊
巨
政
権
下

に
お
い
て

「
年
寄
衆
」
で
あ
り
、

宿
老
で
あ

っ
た
。

そ
の
場
合
、

豊

巨
政
権
は
秀
吉
を
頂
点
と
し
て
整
然
と
し
た
秩
序
の
な
か
に
諸
大
名

を
編
成
し
、

組
込
ん
で
い
た
か
の
よ
う
で
ぁ
る
。
そ
れ
は
ま
た
豊
臣

政
権
の
強
大
な
中
央
集
権
国
家
の
イ
メ
ー
ジ

ヘ
と
っ
な
が

っ
て
ぃ
く
。

し
か
し
、

血
縁
関
係
や
情
で
自
分
の
死
後
の
政
権
の
維
持
を
頼
ま
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
を
み
る
と
き
、

そ
の
よ
う
な
政
権
像
は
想
像

す
る
こ
と
さ
え
困
難
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

一
方
に
お
い
て
浅
野
長
政
や
石
田
三
成
が

「
年
寄
」
で
あ
る
と
こ

ろ
の
政
権
像
を
摘
い
て
み
よ

う
。

彼

ら

は

「
年
寄
共
五
人
之
者
」

史
苑

（第
四
九
巻
第
二
号
）

（⑦
）
と
い
う
言
葉
に
現
わ
れ
て
い
る
秀
吉
と
緊
密
な
主
従
関
係
で

緊
が
れ
て
い
る
豊
巨
家
の
年
寄
で
あ

っ
た
。

そ
の
意
味
で
秀
吉
の
視

点
に
立

っ
た
場
合
、

彼
ら

「
五
人
之
者
共
」
を

「
年
寄
衆
」
と
し
て

し
ま
っ
て
は

「
御
奉
行
衆
」
と
の
位
置
関
係
を
不
明
確
に
し
て
し
ま

う
お
そ
れ
が
あ
る
。

前
田

・
浅
野

・
増
田

・
石
田

・
長
束
は

「
五
人

之
年
寄
共
」
で
あ
り
、　

徳
川

，
一制
口

・
宇
喜
多

・
上
杉

・
毛
利

は

「
五
人
之
御
奉
行
衆
」
な
の
で
あ
型
。

２
　
御
奉
行
五
人
制
と
主
従
制
的
支
配
権

豊
巨
政
権
下
に
お
け
る
大
閣
権
力
と
関
白
権
力
の
具
体
的
様
相
は
、

そ
れ
ぞ
れ
太
閤
＝
封
建
領
主

・
関
白
＝
統
治
権
的
立
場
と
位
置
づ
け

ら
れ
、

そ
の
特
質
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
犯
。
し
か
し
ヽ

文
禄
四
年

七
月
十
五
日
の
関
白
秀
次
の
死
と
と
も
に
関
白
権
力
に
基
づ
く
統
治

権
も
消
滅
す
る
。

秀
吉
の
死
も
し
か
り
で
あ
る
。

つ
ま
り
主
従
制
的

支
配
権
と
統
治
権
的
支
配
権
は
豊
巨
政
権
が
統

一
政
権
で
あ
る
が
た

め
の
大
切
な
柱
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

関
白
秀
次
、

そ
し
て
太

閤
秀
吉
の
死
後
こ
の
二
つ
の
支
配
権
が
そ
の
後
ど
の
よ
う
に
継

（
承

捺

れ
て
い
っ
た
の
か
、

と
い
う
問
題
に
は
未
だ
論
及
さ
れ
て
は
い
な
い
。

秀
吉
死
後
の
知
行
宛
行
が
、

　

ヽ
御
奉
行
五
人
の
連
署
で
行
わ
れ
て
い

る
こ
と
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
理
。
し
か
し
今
ま
で
そ
れ
は
適
確

な
意
味
づ
け
を
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
も
し
知
行
宛
行
権
を
主
従
制

的
支
配
権
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、

御
奉
行
五
人
は
、

秀

吉
の
死
後
、

主
従
制
的
支
配
権
を
担
う
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ

≡十一，温



豊
巨
五
大
老

・
五
奉
行
に
つ
い
て
の
一
考
察

（阿
部
）

た
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

秀
吉
の
遺
言

（【
史
料

一
）

で
は
知
行
に
関
す
る
こ
と
は
何
も
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

遺
言
の
他

に
知
行
に
関
す
る
取
決
め
を
み
る
な
ら
、

慶
長
三
年

（
一
五
九
八
）

八
月
十
日
に
景
勝
を
除
く
御
奉
行
四
人
の
連
署
が
あ
る
。

（
３４
）

【
史
料
十
】

一
上
様
長
々
御
煩
付
而
、

御
失
念
も
在
之
様

二
御
座
候
間
、

御

知
行
方
其
外
御
仕
置
等
之
事
、

最
前
被
　
仰
定
こ
と
く
た
る

へ
き
事

一
自
今
以
後
之
儀
者
、

如
何
様
之
儀
被
　
仰
出
候
共
、

御
請

ハ

先
申
上
、

以
御
本
復
之
上
、

随
得
御
証
、

可
瞳
其
之
事

一
御
知
行
方
並
御
仕
置
等
之
事
、

今
度
重
畳
被
　
仰
出
、

以
誓

需
相
定
候
通
、

不
可
有
相
違
候
事

内
容
は
、

「御
知
行
方
其
外
御
仕
置
」
に
つ
い
て
は
、　

す
で
に
定

め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
従
う

（第

一
条
）
。

今
後
は
、　

秀
吉
の
病
気

が
快
復
す
る
ま
で
は
、

秀
吉
の
上
意
の
効
力
停
止

（第
二
条
）
が
定

め
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
第
二
条
に
は

「今
度
重
畳
被
仰
出
、

以
誓

需
相
定
侯
通
」
と
あ
る
。

秀
吉
の
遺
言
で
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
か

っ

た

「
御
知
行
方
之
儀
」
は
起
請
文
に
よ
っ
て
取
り
決
め
が
な
さ
れ
て

い
る
。

こ
の
こ
と
は

「内
府
ち
か
い
の
条
々
」
に

「
知
行
方
之
儀
、

（中
略
）
是
又
上
巻
誓
紙
之
筈
を
ち
か
へ
」
会
史
料
三
〕

と

あ

る

こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

で
は
豊
巨
政
権
に
お
い
て
交
わ
さ
れ

た
起
請
文
を
み
て
み
よ
う
。

知
行
宛
行
の
条
に
つ
い
て
検
討
す
る
と

次
の
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

「御
知
行
方
之
儀
」
に
つ
い
て
記
さ

れ

て
い
る
起
請
文
は
、

全
て
御
奉
行
衆
に
拠
る
も
の
で
あ
り
、

時
期
も

慶
長
期
に
集
中
し
て
い
る
。

ま
た
、

こ
れ
ら
は
全
て
慶
長
三
年
八
月

十
日
、

御
奉
行
衆
に
よ
る

「御
知
行
方
之
儀
」
に
関
す
る
取
り
決
め

会
史
料
十
）

が
な
さ
れ
る
以
前
に
交
わ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

（表

１

・
２
参
照
）
。

さ
ら
に
関
白
秀
次
の
死
を
契
機
と
し
て
交
わ
さ
れ
る
起
請
文
に
は

知
行
宛
行
の
規
定
が
な
い
。

こ
の
こ
と
か
ら
、

秀
吉
死
後
の
知
行
宛

行
が
御
奉
行
五
人
の
連
署
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
は
、

そ
れ

ま
で
秀
吉
の
権
限
で
あ

っ
た

「御
知
行
方
之
儀
」
が
、

秀
吉
の
死
と

と
も
に
御
奉
行
五
人
の
手
に
委
ね
ら
れ
た
こ
と
を
示
す
。

そ
れ
は
ま

た
主
従
制
的
支
配
権
を
継
承
し
た
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が

で
き
よ
う
。

秀
吉
の
死
の
直
前
に
お
い
て
、

交
わ
さ
れ
る
誓
紙
の
最

大
の
眼
目
は
こ
こ
に
あ

っ
た
に
違
い
な
い
。

先
に
も
触
れ
た
が
、

「
り
ち
ぎ
」
を
前
提
に
秀
頼
を

「取
立
て
る
」

衆
と
し
て
編
成
さ
れ
た
御
奉
行
五
人
の
位
置
づ
け
は
、

こ
の
時
期
に

求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
意
味
で

「今
度
校
成
御
定
、

対
五

人
之
御
奉
行
衆
」
会
史
料
四
じ
　
と
は
、　

ま
さ
に
慶
長
三
年
八
月
、

秀
吉
の
死
を
前
に
し
て
、

御
奉
行
五
人
が
初
め
て
国
政
レ
ベ
ル
で
権

力
を
執
行
す
る
機
関
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。

３
　
二
巨
頭
体
制
―
徳
川
家
康
と
前
田
利
家
―

さ
て
、

【
史
料

一
】
の
提
起
す
る
問
題
は
以
上
で
つ
き
る

わ
け

で

―- 74 -―
一- 75 -

は
な
い
。

そ
の

一
は
徳
川
家
康
に
つ
い
て
で
、

前
田
利
家
と
の
関
係

で
次
の
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

Ａ
　
遺
言
は
、

第

一
条
は
徳
川
家
康
、

第
二
条
は
前
田
利
家
、

第

二
条
は
徳
川
秀
忠
、

第
四
条
は
前
田
利
長
、

第
五
条
は
宇
喜
多
秀
家
、

第
六
条
は
上
杉
景
勝
と
毛
利
輝
元
に
宛
て
た
形
を
と

っ
て
い
る
。

秀

忠
と
利
長
の
位
置
に
つ
い
て
は
改
め
て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

が
、

条
の
順
番
に
は
御
奉
行
衆
の
序
列
が
反
映
さ
れ
て
お
り
、

徳
川

家
康
と
前
田
利
家
は
御
奉
行
五
人
の
な
か
で
上
位
を
占
め
て
い
る
。

Ｂ
　
造
言
の
な
か
で
家
康

（内
府
）
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
部
分

を
抽
出
し
て
み
る
と
、

「内
府
久
々
り
ち
ぎ
な
る
儀
を
御
覧
し
被
付
」

（①
）
、

「内
府
年
寄
五
人
居
申
所

に
て
」
（②
）
、

「内
府
御
年
も
よ

ら
れ
」
（③
）、
「内
府
御
座
候
て
」
（⑩
）
と
な
る
。

御
奉
行
衆
の
な

か
で
、

秀
家

，
景
勝

・
輝
元
は
、

宛
て
ら
れ
た
条

（⑤

も
⑥
）
以
外

に
そ
の
名
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

そ
れ
に
対
し
て
利
家
は

「
大
納
言

殿
年
寄
衆
五
人
居
申
所
に
て
」
（①
）
、

「ィ大
納
言
殿

ハ
お
さ
な

と

も

だ
ち
」
（②
）
、

「大
納
言
殿
御
年
も
よ
ら
れ
」
（０
）
、

「大
納
言
殿
御

座
候
て
」
（①
）
と
、

家
康
と
全
く
同
じ
形
で
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。

家
康
と
利
家
の
名
の
追
言
に
お
け
る
頻
出
度
は
他
の
三
人
の
御
奉
行

衆
を
圧
倒
し
て
い
る
。

Ｃ
　
第

一
条

・
第
二
条
と
第
十
条

・
第
十

一
条
が
徳
川
家
康

・
前

田
利
家
に
関
す
る
条
で
あ
る
。

十

一
ヶ
条
の
追
言
の
な
か
で
、

家
康

・
利
家
の
二
人
が
初
め
と
終
わ
り
を
押
え
て
い
る
。

史
苑

（第
四
九
巻
第
二
号
）

Ｄ
　
年
寄
五
人
は
御
算
用
を
究
め
て

「内
府
、

大
納
言
殿

へ
懸
御

目
、

請
取
を
取
」
り
、

秀
頼
が
成
入
し
た
ら

「
両
人
之
請
取
」
を
見

せ

（官９
）
、

ま
た
ど
の

ャ
ふ
う
な
こ
と
で
も

「
肉
府
、　

大
納
言
殿

へ
得

御
意
」
こ
と
と
あ
り

（０
）
、　

家
康

・
利
家
の

一
一人
が
年
寄
五
人
の

職
務
を
総
覧
す
る
立
場
に
あ
る
。

以
上
、

家
康
と
利
家
の
二
人
は
基
本
的
に
対
等
な
位
置
づ
け
に
あ

る
が
、

両
者
が
併
記
さ
れ
る
と
き
は

「内
府
、　

大
納
言
殿
」
公
じ

・

０
）
と
必
ず
家
康
が
先
行
す
る
。

第

一
条
に
家
康
、

第
二
条
に
利
家

が
記
さ
れ
て
お
り
、

ま
た

「
伏
見
」
に
関
す
る
条

（①
）
が
、

「秀

頼
様
被
成
御
座
候
」
と
こ
ろ
の
大
坂
の
条

（①
）
よ
り
先
行
し
て
記

さ
れ
て
い
る
こ
と
等
は
、

家
康

・
利
家
の
明
確
な
序
列
を
示
す
も
の

で
あ
ろ

（党
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
、

二
人
が
対
等
に
位
置
づ

け
ら
れ
て
い
る
意
味
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

秀
吉
死
後
の
知
行
宛
行
が
御
奉
行
五
人
の
連
署
で
行
わ
れ
て
い
る

こ
と
は
指
摘
さ
れ
る
が
、

そ
の
プ

ロ
セ
ス
と
な
る
と
意
外
に
明
ら
か

で
は
な
い
。

そ
の
こ
こ
ろ
み
に

『
徳
川
実
紀
』
を
検
証
し
て
み
よ
う
。

（
３６
）

【
史
料
十

一
】

こ
た
び
島
津
が
勲
功
莫
大
な
れ
ば
加
恩
給
ら
ん
と

て
。

（家
康

は
）
前
田
利
家
と
そ
の
事
議
せ
ら
れ
し
に
。

石
回
三
成
云
く
。

こ
れ
は
秀
頼
公
御
代
始
の
事
な
れ
ば
。

外
々
の
三
老

へ
も
議
し

合
さ
れ
て
。
し
か
る
べ
し
と
有
て
御
商
議
有
し
に
。

浮
口
中
納

言
秀
家
ひ
と
り
異
議
を
陳
て
従
は
ず
。

よ
て
五
奉
行
の
人
々
そ
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の
事
申
上
れ
ば
。

君
の
仰
ら
る
ゝ
は
。

今
秀
頼
幼
年
に
お
は
せ

ば
。

み
づ
か
ら
天
下
の
賞
罰
定
め
ら
る
ゝ
事
は
。

十
四
五
年
も

へ
ず
ば
か
な
ふ
ま
じ
。

そ
れ
ま
で
の
間
功
あ
る
者
を
賞
せ
ず
。

罪
あ
る
者
を
罰
せ
ず
し
て
は
。

天
下
の
政
治
い
か
に
も
立
べ
か

ら
ず
。

人
々
は
い
か
ゞ
思
は
る
ゝ
と
あ
れ
ば
。

前
田
徳
善
院
は

愚
僧
も
仰
の
ご
と
く
存
ず
る
と
い
ひ
。

増
田
長
盛
は
大
閤
お
は

せ
ば
こ
た
び
の
加
恩
は
十
高
石
の
内
に
て
は
あ
る
ま
じ
と
い
ふ

に
よ
り
。

三
成

一
人
面
あ
か
め
て
在
し
な
り
。

そ
の
後
薩
摩
大

隅
両
国
の
中
に
て
。

島
津
に

一
万
石
ま
し
給
は
り
し
と
ぞ
。

朝
鮮
出
兵
時
の
島
津
の
働
き
に
対
し
て
、

御
奉
行
五
人
の
連
署
の

知
行
宛
行
が
行
わ
れ
る
ま
の
経
過
が
記
さ
れ
て
お
り

皿
（
味

深

い
。

『
徳
川
実
紀
』
の
記
事
の
信
昏
性
の
問
題
も
あ
る
（だ
、

こ
こ
で
は
ヽ

徳
川
方
の
意
識
を
反
映
し
た
も
の
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
こ
か
ら
、

秀
吉
死
後
の
知
行
宛
行
は
事
実
上
家
康
と
利
家
に
よ
っ

て
行
わ
れ
、

少
な
く
と
も
最
終
的
な
決
定
権
を
有
し
て
い
た
と
い
う

事
実
が
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、

起
請
文
に
よ
る
知
行
宛
行

の
規
定
を
み
る
と

一
層
明
ら
か
に
な
る
。

＊
徳
川
家
康

御
知
行
方
之
儀
、

秀
頼
様
御
成
人
之
上
、

為
御
分
別
、

不
被
仰

付
以
前

二
、

不
依
誰
御
訴
訟
難
有
之
、　

一
切
不
可
申
次
之
候
、

況
手
前
之
儀
不
可
申
上
候
、

縦
被
下
候
ト
モ
拝
領
仕
間
敷
事

＊
前
田
利
家

御
知
行
方
之
儀
、

秀
頼
様
御
成
人
之
上
、

為
御
分
別
、

不
被
仰

付
以
前

二
、

諸
家
御
奉
公
之
浅
深

ニ
ヨ
リ
テ
御
訴
訟
之
子
細
モ

有
之

ハ
、

公
儀
御
為
候
際
、

内
府
並
長
衆
五
人
致
相
談
、

多
分

二
付
而
随
其
、

可
有
其
賞
罰
候
、

但
手
前
之
儀
者
少
モ
申
分
無

御
座
事

両
者
の
文
言
の
違
い
は
、

御
奉
行
五
人
制
に
お
け
る
二
人
の
置
か

れ
て
い
る
関
係
に
拠
る
と
考
え
ら
れ
る
。

「御
知
行
方
之
儀
」

の
一
規

定
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

秀
頼
が
成
人
す
る
ま
で
知
行
宛
行
は
行
わ

れ
な
い
。

ま
た
申
次
は
も
ち
ろ
ん
自
ら
拝
領
し
て
も
い
け
な
い
。
こ

れ
は
原
則
で

「
諸
家
御
奉
公
之
浅
深

ニ
ヨ
リ
テ
御
訴
訟
之
子
細
」
が

あ

っ
た
場
合
は
、

「内
府
並
長
衆
五
人
致
相
談
」

し
て
、　

多
数
決
に

よ

っ
て

「賞
罰
」
を
決
定
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
注
目
さ

れ
る
の
は

「内
府
並
長
衆
五
人
致
相
談
」
で
あ
る
。

利
家
の
条
文
で

あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、

「御
知
行
方
之
儀
」
は
、

家
康

・
利
家
と

長
衆
五
人
が
相
談
し
て
決
め
る
と
解
釈
で
き

る
。

「
長
衆
五
人
」
と

は
年
寄
五
人
で
あ
ろ
う
。

彼
ら
が
知
行
宛
行
に
関
わ

っ
て
く
る
の
は

蔵
入
地
に
関
連
し
て
の
こ
と
と
思
わ
れ
だ
。

家
康

・
利
家
に
よ
る
二
巨
頭
体
制
が
ど
れ
だ
け
機
能
し
て
い
た
の

か
。

そ
の
多
く
は
今
後
の
課
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

だ
が
、

遺
言
の
な
か
で
秀
吉
が
、

家
康

・
利
家
に
対
し
て
は

「度
々
」
仰
せ

出
せ
ら
れ
た
こ
と

（①

・
②
）
を
想
起
す
る
と
き
、

こ
の
視
点
は
決

し
て
的
は
ず
れ
で
は
あ
る
ま
い
。

御
奉
行
五
人
制
も
こ
の
視
点
で
検
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討
す
る
必
要
が
あ
る
。

４
　
二
巨
頭
体
制
―
徳
川
秀
忠
と
前
田
利
長
―

前
田
利
長
の
条
で
は

「
則
中
納
言

二
な
ら
れ
、

は
し
た
て
の
御

つ

ほ
、

吉
光
之
御
脇
指
被
下
、

役
儀
を
も
拾
万
石
被
成

御

許

候

事
」

（０
）
と
い
う
文
言
が
、

他
の
御
奉
行
衆
の
条
文
と
比
べ
て
も
特
異

で
あ
る
。

利
長
が
中
納
言
に
な
る
の
は
慶
長
三
年
四
月
二
〇
日
で
あ

柄
“

利
長
の
官
位
昇
進
の
理
由
は
、

家
督
相
続
を
前
提
に
考
え
る
の

が

一
般
的
で
あ
る
（だ
、

豊
巨
政
権
に
お
け
る
大
名
の
官
位
移
動
に
は

政
治
的
な
動
き
が
か
な
り
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、

こ

の
時
期
に
利
長
の
官
位
が
昇
進
す
る
こ
と
の
意
味
を
考
え
る
必
要
が

あ
る
。

遺
言
を
み
る
と
、

前
日
利
長
は
、

利
家
の
後
を
継
ぐ
べ
き
存

在
と
し
て
、

家
康
の
後
を
継
ぐ
べ
き
徳
川
秀
忠
と
対
等
な
位
置
づ
け

に
あ
る

（③

・
①
）
。

ま
た
、

こ
の
二
人
の
条
が
、

家
康

・
利
家
の
条
に
続
き
、

秀
家

・

景
勝

「
輝
元
の
条
の
前
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
見
過
ご
せ
な
い
。

こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、

家
康

・
利
家
の
二
人
は
、

他
の
御
奉
行
衆
と

は
別
格
の
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
ゎ
ざ
る
を
え
な

い
。

つ
ま
り
利
長
の
中
納
言
昇
進
や

「
役
儀
拾
万
石
」
を
許
し
た
こ

と
等
は
、

家
康

，
利
家
の
二
人
を
核
と
し
た
二
巨
頭
体
制
に
よ
る
政

権
維
持
の
構
想
の
た
め
不
可
欠
の
も
の
で
は
な
か

っ
た
ろ
う
か
。

５
　
宇
喜
多
秀
家

宇
喜
多
秀
家
に
つ
い
て
は

「
御
奉
行
五
人
に
も
御
成
候

へ
、

又
お

史
苑

（第
四
九
巻
第
二
号
）

と
な
五
人
之
内

へ
も
御
入
候
て
」
（①
）
の
文
言
が
注
目
さ

れ

る
。

「御
奉
行
五
人
」
と
は
徳
川
家
康
ら
五
人
で
あ
る
。
も

う

一
方

の

「
お
と
な
五
人
」
は
石
国
三
成
ら
五
人

（年
寄
）
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。

お
と
な
は

「
一
族
、

集
団
の
お
も
だ

っ
た
者
や

（武
家
の
場
合

ポ
操

代
の
長
老
、

家
老
、

年
寄
、

宿
老
な
ど
」
を
指
し
て
用
い
ら
れ
る
が
、

雑

つ の
却
り
却
解

「脚
韓
き
（
行

わ
以

和
靭
郊
れ
ば
諄
巾
韓
鞭
噂
は
巾
帥
感
醜

あ
る
御
奉
行
五
人

・
年
寄
五
人
の
な
か
に
あ

っ
て
、

双
方
を
巽
ぐ
役

目
が
秀
家
に
対
し
て
期
待
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
は

「
幼

少
よ
り
御
取
立
被
成
候
」
（⑤
）
と
い
う
、

「
年
寄
」

「
お
と
な
」

と

呼
ば
れ
る
石
田
三
成
ら
と
よ
く
似
た
秀
家
の
生
い
立
ち
が
あ

っ
た
こ

と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

ま
た
秀
家
は
御
奉
行
五
人
の
な
か
で
二
番

目
の
序
列
で
あ
る
。

秀
家
の
存
在
を
御
奉
行
五
人

・
そ
し
て
双
方
の

要
と
み
る
と
き
、

彼
の
行
動
の
復
元
は
豊
巨
政
権
の
権
力
中
枢
を
解

明
す
る
に
あ
た

っ
て
大
切
な
鍵
に
な
る
。

お
わ
り

に

豊
臣
政
権
に
お
い
て

「
年
寄
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
人
々
は
、

前
田

玄
以

・
浅
野
長
政

・
増
田
長
盛

・
石
田
三
成

・
長
束
正
家
で
あ

っ
た
。

最
後
に
、

今
後
の
課
題
を
提
示
し
て
終
わ
り
と
し
た
い
。

ま
ず
本
稿
で
は
、
こ
こ
ろ
み
の

一
つ
と
し
て
御
奉
行
五
人

・
年
寄
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五
人
を
国
政
レ
ベ
ル
の
権
力
分
！写
と
い
う
視
点
か
ら
も
位
置
づ
け
て

み
た
が
、

主
従
制
的
支
配
権
を
継
承
し
た
御
奉
行
五
人
に
対
し
て
、

年
寄
五
人
は
統
治
権
的
支
配
権
を
担

っ
た
と
い
え
る
か
ど
う
か
。

そ

の
具
体
的
な
動
き
を
復
元
す
る
こ
と
。

も
う

一
つ
は
、

御
奉
行
制
の
問
題
で
あ
る
。

今
ま
で
、　

一
般
に
い

わ
れ
る
と
こ
ろ
の
五
大
老
か
ら
大
老
制
に
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
あ

っ

て
も
、

大
老
制
の
本
質
を
理
解
し
て
、

そ
こ
か
ら
五
大
老
を
み
る
祝

点
は
な
か

っ
た
よ
う
に
思
う
。

研
究
の
視
点
と
し
て
は
順
逆
を
違
え

て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

今
回
、

家
康
と
利
家
や
、

宇
喜
多
秀
家
な
ど
、

御
本
行
制
ひ
い
て

は
豊
臣
政
権
の
権
力
中
枢
を
解
明
す
る
う
え
で
、

重
要
な
糸
口
を
発

見
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

本
稿
に
残
さ
れ
た
多
く
の
課
題
と
と
も
に

（
４４
）

さ
ら
に
検
討
し
て
い
き
た
い
。

エ

（
１
）

林
屋
辰
二
郎

一
天
下

一
統
」

合
、日

本
の
歴
史
』
１２
　
中
央
公
論
社
、

一
九
六
六
年
）
、

辻
達
也

「
江
戸
開
府
」
翁
日
本
の
歴
史
』
１３
　
中
央

公
論
社
、　

一
九
六
六
年
）
他
参
照
。

（
２
）

鈴
木
良

一　
一】豊
臣
秀
吉
』
（岩
波
新
書
、　

一
九
五
四
年
）
。

（
３
）

三
鬼
清

一
郎
　
御
捷

・
御
掟
追
加
を
め
ぐ
っ
て
一
会
「日
本
近
世
史
論

差
一
上
、

吉
川
弘
文
館
、　

一
４
八
四
年
）
。

（
４
）

永
原
慶
二

「
天
下
人
」

合
日
本
の
社
会
史
』
３
　
］石
波
苦
店
、　

一
九

八
七
年
）
。

（
５
）

同
様
の
記
載
は

『
日
本
史
辞
典
』
（創
元
社
）
、

『
日
本
歴
史
大
辞
典
』

（河
出
書
房
新
社
）
等
に
も
み
る
こ
と
が
で
き
る

（
い
ず
れ
も

一
五
大

老
」
の
項
）
。

（
６
）

他
に
、

奥
野
高
広

『信
長
と
秀
吉
ｎ尺
日
本
歴
史
新
書

・
改
訂
増
補
版

・
至
文
堂
、　

一
九
八
八
年
）
。

岡
田
章
雄
編

「
信
長
と
秀
言
」
翁
人
物

日
本
の
歴
史
』
７
　
読
売
新
聞
社
、

一
九
七
三
年
）
。

今
井
林
太
郎

「
天

下
統

一
六
『
図
説
日
本
歴
史
』
９
　
集
英
社
、　

一
九
七
五
年
）
等
、

「年

寄
」
を
大
老
と
す
る
通
説
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。

↑
′
〕）

三
鬼
清

一
郎

「
五
大
老

・
五
奉
行
制
」

翁
日
本
歴
史
大
系
』
３
　
近

世
、

山
川
出
版
社
、　

一
九
八
八
年
）
。

（
８
）

「浅
野
家
文
書
」
３
大
日
本
古
文
書
』
家
わ
け
二
）

一
〇
七

号

（以

下

『浅
野
』

一
〇
七
号
等
と
略
記
）。
こ
の
文
書
に
年
次
は
記
さ
れ

て

い
な
い
が
、

お
そ
ら
く
秀
吉
の
死
の
直
前
に
お
け
る
遣
言
を
害
留
め
た

も
の
で
あ
ろ
う
。

な
お

「
太
閤
様
御
覚
書
」
の
端
裏
書
が
あ
る
。

（
９
）

上
杉
景
勝
は
、

慶
長
三
年

一
月
に
越
後
か
ら
会
津
に
国
替
え
さ
れ
る

た
め
、
こ
の
頃
は
会
津
に
在
国
中
で
上
洛
す
る
の
は
同
年
九
月
で
ぁ
る

３
上
杉
』

一
〇
八
七
号
）
。

（
〕
）

『
武
家
事
紀
』
所
収
文
書

・
「竹
中
氏
雑
留
書
」
（東
京
大
学
史
料
編

察
所

・
影
写
本
）
等
。

（
＋
）

「
筑
紫
古
文
書
」
（東
京
大
学
史
料
編
築
所

・
影
写
本
）
二
‐秋

田
家
文

書
」
翁
秋
田
県
史
』
古
代

・
中
世
編
）
等
、

他
多
数
。
な
お
【
史
料
三
〕

は
多
く
の
史
料
集
で
活
字
化
さ
れ
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、

史
料
に
よ
り

文
一首
が
多
少
異
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

（
蛇
）

前
掲
註
１
普
。

（
・３
）
　

『
毛
利
」
九
二
三
号
、　

一
一
〓
合
づ
等
。

（
‐４
）

前
掲
註
１
書
。
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の
時
期
が
慶
長
三
年
で
あ
る
こ
と

（『鍋
島
家
文
書
』

一
三
二
号
等
）
。

ま
た
前
日

・
浅
野

・
増
田

・
石
田

・
長
束
の
五
人
の
連
署
書
状
が
発
せ

ら
れ
る
の
は
慶
長
二
年
以
前
で
は
文
禄
四
年
六
月
二
日
に
秀
吉
の
朱
印

状
に
添
え
て
出
さ
れ
た
書
状
が
あ
る

（「
毛
利
』

九
六
六
号
等
）

が
、

関
白
秀
次
の
死
後
、

浅
野
長
政
は

一
時
「奉

行
職
を
外
れ
る
こ
と
か
ら
、

こ
れ
以
後
、

慶
長
三
年
ま
で
五
人
の
連
署
書
状
は
み
る
こ
と
は
で
き
な

い
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
文
書
を
慶
長
三
年
に
比
定
し
た
。

比
定
し
た
。

（
‐８
）

『
薩
藩
旧
記
雑
録
後
編
」
三

・
七
九
五
号
）

（
的
）

『
毛
利
』
九
六
〇
号
。

十２‐２〇一」「中中一中卿印中中一中『「中鞠一一『けォ串お【弗申『

の
ね
ん
か
う
か
へ
ら
れ
候
へ
の
よ
し
中
入
ら
る
ゝ
」
と
ぁ
る
。

（
笈
）

小
瀬
甫
庵
著

・
柔
田
忠
親
校
訂

「
大
閣
記
』
（岩
波
書
店
、　

一
九
八
四

年
）
。

史
苑

（第
四
九
巻
第
二
号
）

の
地
募
奔
銘
諦
講
挽の。約
卒萌雑酢中巾却醇呼静

学
館
）
。

（
拠
）

『
フ
ロ
イ
ス
日
本
史
』
２
　
豊
巨
秀
吉
篇
工

（中
央
公
論
社
、　

一
九
七

七
年
）
。

十２６２５一　一却親締
・２４「書兼ギ政約確能徹弗曲球軸築抽薙評の全て』新人

物
往
来
社
、　

一
九
八

一
年
）
。

十
製

築

麗

死
一

噴
軽

晦
評

後
↓係

侶

諸
大
名
の
間
で
多
数
の
押
峰〓受

が
交
わ
さ
れ
る
が
、
そ
の
な
か
で
大
名
間
の
関
係
は

「
傍
輩
」
と
い
う

言
葉
で
認
識
さ
れ
て
い
る
。

鍵
鞄
麗
莱
類
韓
李が
庭

と
こ
ろ
に
、
こ
れ
ま
で
彼
ら
を
豊
巨
政
権
の
年
寄
衆
と
し
て
位
置
づ
け

（
３‐
）

一葬
雅
磯
郡
聯
市
太 る
輸
検 で
地 ↓ま
琉
一晦
崎
晦
巧
弥
ギ
岩
波
講
座
日
本
歴
史
』

近
世
１
、　

一
九
七
五
年
）
。

の
た賄
ぱ孫
難辞
鱒
繹
誕
あ〓評
克
茉
朝
去抑翠

詳
し
く
は
述
べ
な
い
が
、
こ
の
点
に
お
い
て
も
、

豊
巨
権
力
論
は
、

な

（が
籠
一敵
擁
弾
畢

一二体薙
‰
覇
離
陣
操

翁
岩
波
講
座
日
本
歴
史
』
近
世
１
、　

一
九
七
五
年
）
他
。
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（
３４
》
　

『
毛
利
』
九
六

一
号

（上
杉
景
勝
が
連
署
し
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い

て
は
証
９
参
照
）
。

（
３５
）

前
田
利
家
の
大
坂
居
城
は

「
秀
頼
様
御
も
り
に
被
為
付
候
間
」
（②
）

と
い
う
役
割
に
拠
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、　

一
方
の
家
康
居
城
の
伏
見
と

対
比
し
て
、

大
坂
と
伏
見
の
性
格
の
違
い
は
、

豊
巨
政
権
の
権
力
中
枢

の
解
明
に
密
接
に
関
わ

っ
て
く
る
。

（
３６
）

『徳
川
実
紀
』
東
照
宮
御
実
紀
記
録
巻
八
。

（
３７
）

実
際
は

「
惣
都
合
五
万
石
」
が
宛
行
わ
れ
て
い
る

（『
島
津
』
四
四
〇

号
、　

一
〇
七
①
号
）
。

（
３８
）

前
掲
註
３７
・
島
津
氏
に
先
行
わ
れ
た
知
行
は

「
薩
州
之
内
御
蔵
入
捨

人
分
、

有
次
第

一
園
二
被
宛
行
乾
」
で
あ
り
、

年
寄
五
人
の
連
暑
に
よ

る
知
行
目
録
が
出
さ
れ
て
い
る
。

（
３９
）

御
奉
行
五
人
の
な
か
で
、

徳
川
家
康
と
前
田
利
家
の
存
在
が
際
だ

っ

て
い
る
こ
と
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が

一
貫
し
た
秀
吉

の
政
権
構
想
と
の
関
連
で
検
討
さ
れ
て
は
い
な
い
。

（
４。
）

『
公
卿
補
任
』
三
。

（
４‐
）

前
掲
註
２‐
書
。

（
４２
）

『
日
本
国
語
大
辞
典
』
（小
学
館
）
。

（
４３
）

桑
田
論
文
、

岩
沢
前
掲
註
２‐
書
で
は
こ
の
部
分
の
解
釈
が
逆
転
し
て

い
る
。

（
４４
）

起
請
文
の
検
討
は
別
稿
を
予
定
し
て
い
る
。

〔付
記
〕
　

本
稿
脱
稿
後
、
山
本
博
文

「
豊
巨
政
権
の
指
南

に

つ
い
て
」

翁
論
集
き
ん
せ
い
』

一
一
号
、　

一
九
八
九
年
）
を
拝
読
す
る
機
会
を
得
た

が
、

本
稿
の
内
容
を
変
更
す
る
必
要
を
認
め
な
か
っ
た
。

し
か
し
、

山
本
氏
の
指
摘
さ
れ
る
ご
と
く
、

今
後
は
五
大
老

・
五
奉
行

と
い
う
呼
名
の
使
用
は
避
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

五
大
老

・
五
奉
行
の
呼

称
そ
の
も
の
に
も
、
「年
寄
」
の
解
釈
を
誤
ら
せ
た
原
因
が
あ
る
と
考

え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

本
稿
で
五
大
老

・
五
奉
行
を

「
御
奉
行
五
人
■
年
寄

五
人
」
と
呼
び
変
え
て
い
る
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。

ま
た
、

『史
料
綜
覧
』
１３
桃
山
時
代
之
三
の
一
連
の
記
載

や
、

研
究
史

で
触
れ
た
よ
う
に
、

徳
川
家
康
ら
を
年
寄
と
す
る
理
解
は
、

個
別
の
史
料

の
解
釈
の
レ
ベ
ル
を
越
え
て
、

通
説
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
し
た

が
っ
て
、

誤
っ
た
通
説
を
正
す
た
め
に
、

本
稿
で
は
個
別
の
史
料
を

一
つ

一
つ
検
討
し
た
。

最
後
に
、

本
稿
は
卒
業
論
文
を
書
き
改
め
た
も
の
で
あ
る
が
、

本
稿
作

成
に
あ
た
っ
て
、

色
々
と
御
指
導
下
さ
っ
た
諸
先
生
方
に
心
か
ら
感
謝
し

た
い
。
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表 1 豊 唾政権下の大ち間においてダ
iと

された起嘉文一覧

史
苑

（第
四
九
巻
第
壬
号
）

年 ・月 。日 署 名 老 免 所 余数 J嶼

1 天正 16。  4・ 15
饂敷:聖麟 覇
家

イせ昂Fサ|十ラうしく 3 発 慈 南 己

天正 16。  4・ 1 5 長宗我部元親等 23名 刀得 川秀歓 3 貯 記

文禄 4・  7 徳ブ1痢蓑 ・毛利輝元 ・」f朝 1軽

景

5
‐
3~1嬢 書

文禄  4・  7・ 12 石田三成 ・1皆田長盟
5 太下家文書

難  4・  7・ 20 前題利家 撃韓:編圏戴:覇轟
5 新 薙

6 文禄  4・  7・ 20 字喜多秀家 観羅:蘇昌致:覇蘊
六下家文書

7 文渓 4・  7・ 20 織田信雄 (常真)等 28名 覇嘉:翻覇:餞鶴
灯 菱

8 )3景 4・  8・  3 前田玄以 ・増田長盛 ・振涼正家
5 木下家文書

責禄 4・  8・  6 宗義智等 22名 石囲三成・増国長霊・長天正家
,t田玄以

木下家文書

1 0 難  5。  1・ 23 長束正家 ・増田長盛 ・石田三成

前田玄以

5 太下家文書

1 1 庚長  3・  7・ 15 島津溜 白 御 |1家康 ・前田利家 5 幸

慶長 3・  7・ 15 事 J航 側 |1家康 。前断 啄 5 等 l ―

庚長 3・  8・  5
盟勢:盟羅禁

Ⅲ邸難 御 |1家康 ・前財 !疾 翔
竹中Rit留 書

1 4 慶長 3・  8・  5 御 |1毅 碧目裟:管舞導婁
・増田難 竹中氏難留書

1 5 嬢  3・  8・  8 便コ十1毅 特 臥  皿 D 3 竹中氏雄留書

16 慶長 3・  8・  8 前田利家 れ ヽ 3 竹中氏離留書

1 7 嬢  3・  8・  8 前田利家 年寄五人 9 却

嬢  3・  8・  8 字喜多秀家 範  ( 弦 難

1 9 慶長 3・  8, 8 御 十1秀忠 年害五人 的

慶長 3・  8・  8 , t断岐 年寄五人 1 0 軸

慶長 3・  8・ 8 年寄五人 和 1家皮 ・前断 咳 3 離 安庫 己

虜長  3・  8・ 11 れ ヽ 嬰!鬱轟理論評
努 3 却

竹中氏非留書

慶長 3・  8・ 28 毛利輝元 前田支以 ・増題長盛 ・石田三成

韓

奪 Jシ長とや=昌雪

慶長 3・  9・  3 節報 子五人 ・台F養江五うヽ
7

舞薙
割
が

嬢  4・  2・  5 行的 人 ・年寄五人 和 |1毅 3 奪 唆 燿

展長 4・   2・   5 程コ|1毅 御率行四人・年零五ム 3 奪 阪 建

27 慶長  4・ 目 3・  8 字喜多秀宏 徳川家康 3 島能 が 轄

廃 長 4 ・ 閣 3 ・ 2 1 奪 U廟 |■trj11類 托芥11悲 書

慶長 4,日 3・ 21 便野|1類 ギ利湾元 ヨg斉̀参そ〕“:書]



と↓文ら ″ヽ卜 覧

=‖貿riい つ へのをよセ■つたもので

■2「境地  「収内之飽
■3菊改・ff充の幻 tでのた ■

=4「姑人之女 」

Ⅲ5匁立・和17へのよ車ムとjHったもの。

豊
臣
五
大
老

も
五
奉
行
に
つ
い
て
の
一
考
察

（阿
部
》

（史
学
専
攻
前
期
謀
程
在
学
中
〕

内   な (It=舟 1奈  2tと お 2久 を示"

R庄  3, 7・ 15

照rr 4・ いi3・21

多掛官鱒毎稼私魯ltをぇそ増共Fれ  3 :を督会:↓合安:督:倉轟合a
,■ 11で【政 を、とてない。
,,txOlk                   O ま 3
'唖そのほ                  0 と を″tttとしながら文子がや胡【なる。
れ小公衆に対して注「すh細琳 L.
―抽 家来のをに碑 」lいササせない。
,コ0川セ紙                O 仰 年)'之歯」について,郎 Sに池ごれている,
〔メのいで幣じなく昭力する.
'"■行に人にtlして跡bをイ,ぜず.
勧 1充と・お〕HIJよヽ ヽ公
,的 FF方のは
ネ関ヶよt戦 を1/Lに文わせヤLるお低litと稲力択 なるたうここごt=煤いた。
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